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第１章 特定非営利活動促進法の概要 

 

１ 法の趣旨 

特定非営利活動促進法（以下「法」という。）は、特定非営利活動（法第２条第１項に規定する

特定非営利活動をいう。以下同じ。）を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業

活動が適正であって公益の増進に資するＮＰＯ法人の認定に係る制度を設けること等により、ボラ

ンティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展

を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的として、平成 10（1998）年３月に制定され、同

年 12 月 1日に施行された法律です。 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人の所轄庁について 
 

ＮＰＯ法人の所轄庁は、その法人の事務所の所在地によって決められており、ＮＰＯ法人の主

たる事務所が所在する都道府県知事（その事務所がひとつの政令指定都市区域内のみに所在する

ＮＰＯ法人にあっては、当該政令指定都市の長）が所轄庁となります。 

したがって、大阪市内にのみ事務所（注）を設置する法人は、活動場所が大阪市外や海外であ

っても、所轄庁は大阪市長となります。 

 

（注）事務所とは：法人の事業活動の中心である一定の場所で、一般的には、責任者が所在し継

続的に業務が行われる場所を指します。法では、すべての事務所において、事業報告書等を備え

置き、閲覧に供することを義務づけていますので、そのような対応が可能な体制を整備する必要

があります。 
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２ ＮＰＯ法人の要件 

ＮＰＯ法人は、大阪市長の認証を受け、法務局で登記することにより成立します。法に基づい

て、ＮＰＯ法人になれる団体は、次のような基準に適合することが必要です。これらの要件は、す

べて法に定められており、設立時の基本財産や過去の活動実績の有無などは、ＮＰＯ法人の設立要

件ではありません。 

① 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること 

② 営利を目的としないものであること（利益を社員で分配しないこと） 

③ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 

④ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること 

⑤ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと 

⑥ 特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでない

こと 

⑦ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと 

⑧ 10 人以上の社員を有するものであること 

 

〔目的に関すること〕 

(1) 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること 

特定非営利活動とは、次の（イ）と（ロ）の両方にあてはまる活動のことをいいます。 

（イ） 法に定める 20のいずれかの活動に該当する活動 

 

（ロ） 不特定多数の利益（※）の増進に寄与することを目的とする活動 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

② 社会教育の推進を図る活動 

③ まちづくりの推進を図る活動 

④ 観光の振興を図る活動 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

⑦ 環境の保全を図る活動 

⑧ 災害救援活動 

⑨ 地域安全活動 

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

⑪ 国際協力の活動 

⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

⑮ 科学技術の振興を図る活動 

⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

⑱ 消費者の保護を図る活動 

⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

※ 大阪市においては、第 20 号に定める活動については、条例で定めていません。 

※ 不特定多数の利益とは、社会全般の利益を意味し、活動の受益者が特定されないこ

と、構成員相互の利益（共益）を目的とする活動ではないことをいいます。 



 3 

(2) 営利を目的としないこと 

「営利を目的としない」とは、特定非営利活動に係る事業を行うことで利益を得ることを禁止す

る規定ではなく、それによって得た利益を構成員（役員や社員）に分配してはならない、という規

定です。したがって、利益が生じた場合は、次年度の活動のために繰り越すことになります。また、

財産を構成員に還元することはできず、ＮＰＯ法人を解散する際の残余財産の帰属先は、国・地方

公共団体、又は定款で定める特定非営利活動法人・公益法人等に限定されています。 

ＮＰＯ法人は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができま

す。その他の事業とは、特定非営利活動に係る事業、すなわち、ＮＰＯ法人の目的を達成するため

に行う事業以外の事業をいい、その利益は特定非営利活動に充てることとされています。したがっ

て、ＮＰＯ法人は、特定非営利活動に係る事業及びその他の事業のいずれにおいても利益を得るこ

とができますが、それらは特定非営利活動のために使用することとなります。 

(3) 宗教活動を主たる目的としないこと 

｢宗教活動｣とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することをいいま

す。 

(4) 政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと 

「政治上の主義」とは、政治によって実現しようとする基本的な原理・原則のことをいいます。 

(5) 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと 

「特定の公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議員及び長の職をいいます。 

 

〔社員に関すること〕 

(1) 社員が 10 人以上であること 

｢社員」は、法人の構成員であり、法人の最高意思決定機関である総会において議決権を持ち、法

人の意思決定に参画します。多くのＮＰＯ法人では、正会員と呼称されています。 

社員は個人又は法人、人格なき社団（いわゆる任意団体）のいずれでもよく、国籍、住所地等の

制限はありません。 

(2) 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 

ＮＰＯ法人は市民に開かれた団体であるべき、という観点から、社員の最も基本的な権利に関わ

る加入・脱退の自由を正当な理由なく制限することは禁止されており、ＮＰＯ法人の設立趣旨や活

動目的に賛同する一般の人・法人等の入会を妨げるような条件を設定することはできません。 

ただし、活動目的、事業計画等に照らして、合理的な理由がある場合は「不当な条件」となりま

せんが、定款や組織、事業計画等から個別に判断することになります。 

社員と会員の違いって…？ 

 

「社員」とは、日常的に使われる「従業員や職員またはスタッフ」のことではなく、ＮＰＯ法人の「構

成員」のことをいい、法上、10 人以上で NPO 法人が設立できるとされています。 

一方、「会員」には法上の位置づけはありませんが、多くのＮＰＯ法人が定款で会員を置くこととし、

その種別を定めています。「社員」は「正会員」と呼称されることが多く、ほかに、ＮＰＯ法人のサポー

ターとして賛助会員を置いているＮＰＯ法人も多く見受けられます。また、ＮＰＯ法人によっては、サー

ビスの円滑な提供という目的から、受益者を「サービス利用会員」と呼称している例もあります。 

会員     正会員（法でいう「社員」） 

・ＮＰＯ法人の構成員。議決権あり。必置。 

賛助会員 

・ＮＰＯ法人のサポーター。議決権なし。必置ではない。 

サービス利用会員 

・ＮＰＯ法人が提供するサービスの受益者。議決権なし。 

・サービスを円滑に提供するために便宜上置かれることもある。 
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〔役員に関すること〕 

(1) 理事３人以上、監事１人以上であること 

役員には、理事と監事が必要です。 

理事は、それぞれが、ＮＰＯ法人の執行機関として、ＮＰＯ法人の業務を代表（注）します。 

（注）定款をもって、その代表権を制限することができます。 

監事は、理事の業務、ＮＰＯ法人の財産の状況について監査します。 

監事は、理事又はＮＰＯ法人の職員を兼ねることはできません。 

(2) 次に掲げる欠格事由に該当しないこと 

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

２年を経過しない者 

・法又は暴対法等（注１）により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受け

ることがなくなった日から２年を経過しない者 

・暴力団の構成員等（注２） 

・法第 43 条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消の日から２年を経過

しない者 

・心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

（注１）暴対法等:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第 204 条（傷害）、206 条（現場助

勢）、208 条（暴行）、208 条の 2（凶器準備集合及び結集）、222 条（脅迫）、247 条（背任）、暴

力行為等処罰に関する法律 

（注２）暴力団の構成員等:暴力団の構成員の他に、暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者

を含む 

(3) 親族等の制限規定に違反しないこと 

・それぞれの役員について、配偶者又は三親等以内の親族が 1 人を超えて含まれないこと 

・それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の３分の１を超えて含まれない

こと 

従って、 

①  役員総数が６人以上の場合は、親族は１人までは役員になることができます。 

②  役員総数が５人以下の場合は、１人も親族は役員になることはできません。 

 
(4) 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること 

報酬とは、役員の職務執行の対価として支払われる財産上の利益（金銭、物品等）であり、ＮＰ

Ｏ法人の職員の労働の対価としての賃金又は給与（金銭、物品等）を支払う場合は、この報酬には

当たりません。 
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〔その他〕 

・次に掲げる団体に該当しないものであること。 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。） 

② 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体 

 

３ ＮＰＯ法人設立の手続 

ＮＰＯ法人を設立するためには、法に定められた書類を添付した申請書を、大阪市長に提出し、

設立の認証を受けることが必要です。詳しくは、第２章「ＮＰＯ法人の設立認証申請手続」を参照

してください。提出された書類の一部は、受理した日から２週間、公衆の縦覧に供するとともに、

大阪市ホームページで認証・不認証の決定までの間、公表します。 

大阪市長は、申請書の受理後２か月と２週間以内に認証又は不認証の決定を行います。 

設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。 

 

※ 提出書類は次のとおりです。なお下線部分の書類は、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除き、公衆の

縦覧に供するとともに、大阪市ホームページで公表します。 

① 特定非営利活動法人設立認証申請書 

② 定款 

③ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の受取の有無を記載した名簿） 

④ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 

⑤ 各役員の住所又は居所を証する書面の原本（住民票の写し等） 

⑥ 社員のうち 10 人以上の者の名簿 

⑦ 法第２条第２項第２号（宗教活動や政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと）及び

法第 12 条第１項第３号（暴力団等でないこと）に該当することを確認したことを示す書面 

⑧ 設立趣旨書 

⑨ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

⑪ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

 

４ ＮＰＯ法人の管理・運営 

ＮＰＯ法人は、法やその他の法令、定款の定めにしたがって適切な管理運営を行わなければなり

ません。ＮＰＯ法人の管理・運営を行うにあたっては、特に次の点には留意してください。 

(1) 活動の原則 

ＮＰＯ法人は、特定の個人・法人その他の団体の利益を目的として事業を行ってはなりません。

また、ＮＰＯ法人を特定の政党のために利用してはなりません。 

 

(2) 総会の開催 

ＮＰＯ法人の事務は、定款で理事等の役員に委任しているもの以外は、総会の決議に基づいて行

います。 

通常総会は少なくとも毎年１回開催しなければなりません。 

理事が必要であると認めるときや社員総数の５分の１以上（定款で増減可能）から請求があった

※ 大阪市では、設立の認証を円滑に行い、また窓口の混雑緩和のため、できる限り

お電話でご相談いただきますようお願いしています。 
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ときは、臨時総会を開催することができます。 

 

(3) 役員の役割 

ＮＰＯ法人には、理事３人以上及び監事１人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表

（注１）し、定款に特別の定めがない時はその過半数（注２）をもって業務を決定します。役員の変更

等(再任の場合を含む)があった場合は、大阪市長に届け出ることが必要となります。なお、役員には

暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設け

られています。 

（注１） 定款をもって、その代表権を制限することができます。 

定款による代表権の定めについて 

定款をもって、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その旨を登記

しなければなりません（組登令２別表）。また、特定の理事（理事長等）のみが、法人を代表する

旨の定款の定めがある場合には、当該理事以外の理事を、登記する必要はありません。なお、これ

らの登記を怠った場合には、20 万円以下の過料に処せられることがあります（法第 80 条）。 

（注２） 定款において特別の定めを置くことができます。 

 

・理事の職務  

理事は、それぞれが、ＮＰＯ法人の執行機関としてＮＰＯ法人を代表します。 

定款の中で、「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。理事長以外の理事は、法人

の業務について、この法人を代表しない。」と規定するなど、他の理事の代表権が制限されている

場合は、その範囲において権限を有します。 

① 仮理事、特別代理人の選任 

理事が欠けたとき、それによって損害が生ずるおそれのある場合は、利害関係人からの請求に

より、大阪市長が仮理事を選任します。 

また、ＮＰＯ法人と理事の利益が相反する場合は、その理事は代表権を持ちません。利害関係

人からの請求により、大阪市長が特別代理人を選任します。 

② 不法行為責任 

理事がその職務を行うにつき、故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合で、これによ

って他人に損害を与えた場合は、ＮＰＯ法人が損害賠償の責任を負うことになります。ただし、

ＮＰＯ法人の目的の範囲外の行為によって、他人に損害を与えたときは、その事項の議決に賛成

した社員、理事及びこれを履行した理事が連帯して賠償の責任を負うことになります。 

③ 解散したとき 

ＮＰＯ法人が解散したとき（破産手続開始の決定による解散以外の場合）は、原則として理事

が清算人となります。（定款に別の定めがあるとき、又は総会で理事以外の人を選任したときを

除く。） 

④ 罰則の適用 

ＮＰＯ法人が、法に違反したときは、罰則が適用され、理事（又は監事・清算人）は、罰金又

は過料に処せられることがあります。 

 

・監事の職務  

監事は、次の職務を行います。 

① 理事の業務執行の状況を監査すること 

② ＮＰＯ法人の財産の状況を監査すること 

③ 前２号の規定による監査の結果、このＮＰＯ法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令

若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は大阪市長
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に報告すること 

④ 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること 

⑤ 理事の業務執行の状況又はＮＰＯ法人の財産の状況について、理事に意見を述べること 

⑥ その他、定款に定める事項 

監事は、法人の業務のチェック機関ですので、業務を執行する理事又はＮＰＯ法人の職員を兼ね

ることはできません。 

 

(4) その他の事業 

ＮＰＯ法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業（以下

「その他の事業」という。）を行うことができます。その他の事業とは、特定非営利活動に係る事

業を経済的に補うための事業、会員間の相互扶助のための共益的な事業などを指します。その他の

事業で利益を生じた場合は、その利益を特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりま

せん。また、その他の事業に関する会計は特定非営利活動に係る会計と区分しなければなりませ

ん。 

 

(5) 事業報告書等 

毎事業年度初めの３か月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類（活動計算書、貸借対照

表）、財産目録、年間役員名簿及び社員名簿を作成し、役員名簿及び定款等（定款・認証書の写

し・登記事項証明書の写し）と併せてすべての事務所に備え置き、社員及び利害関係人に閲覧させ

るとともに大阪市長に提出することが必要です。 

また、貸借対照表については、その作成後遅滞なく定款で定めた方法により公告しなければなり

ません。 

法人の会計については、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法に定められた原則

に従い会計処理を行わなければなりません。 

大阪市長は、ＮＰＯ法人から提出を受けた書類（過去５年）を市民等の閲覧に供します。 

大阪市においては、これらの閲覧書類以外でも、大阪市情報公開条例に基づき、情報の開示請求

があれば、個人のプライバシーに関する情報等を除き原則として公開することとしています。 

  

事業報告書等のインターネット上での情報提供について… 
 

ＮＰＯ法人の運営の健全性は、大阪市長の監督によってではなく、その運営が市民の緩やかな監視の

もとに置かれることによって担保されるものである、という法の趣旨を踏まえ、大阪市においては、事

業報告書等については、法に基づく大阪市役所での閲覧に加えて、内閣府 NPO 法人ポータルサイトに

おいても閲覧用書類を情報提供しています（個人の住所又は居所に係る記載の部分を除きます。）。 

 

 内閣府 NPO 法人ポータルサイト  https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/ 

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/
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(6) 定款変更 

定款を変更するためには、総会の議決を経た上で、下記①～⑩に関する事項について変更を行う

場合には、大阪市長の認証が必要です。 

下記①～⑩に関する事項以外の定款の変更については、定款変更後に大阪市長に届け出ることが

必要です。詳しくは、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）運営の手引「４ 定款を変更する場合」

を参照してください。 

 

 

(7) 合併、解散 

ＮＰＯ法人は、総会での議決・大阪市長の認証等の一定の手続きを経て、別のＮＰＯ法人との合

併又は解散を行うことができます。ＮＰＯ法人が解散する場合、残余財産は、定款で定めた者に帰

属しますが、その定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には、国庫に帰属

することとなります。 

（注） 定款で定めることができる残余財産の帰属すべき者は、①～⑥に掲げる者のうちから選定されなけれ

ばなりません。 

① 他の特定非営利活動法人 

② 国又は地方公共団体 

③ 公益社団法人、公益財団法人 

④ 学校法人 

⑤ 社会福祉法人 

⑥ 更生保護法人 

 

(8) 監督等 

大阪市長は、法令違反等の場合に、ＮＰＯ法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、場合

によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すことができます。また、法に違反した場合

には、罰則が適用されることがあります。 

① 報告徴収・検査 

ＮＰＯ法人が法令や法令に基づく行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認める相当な理

由があるときは、大阪市長は、ＮＰＯ法人の業務又は財産の状況に関し、報告をさせ、又はその職

員に検査をさせることができます。 

 

※定款の変更にあたり大阪市長の認証が必要となるもの 

① 目的 

② 名称 

③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限ります。） 

⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 

⑥ 役員に関する事項（役員の定数に係るものは除きます。） 

⑦ 会議に関する事項 

⑧ その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項 

⑨ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。） 

⑩ 定款の変更に関する事項 
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② 改善命令 

大阪市長は、次の事項が認められる場合は、ＮＰＯ法人に対して、その改善のために必要な措置

を取るよう命ずることができます。 

・法第 12条第１項第２～４号に規定する法人の要件を欠くとき 

・法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反するとき 

・その運営が著しく適正を欠くとき 

③ 設立認証の取消し 

大阪市長は、次の場合には行政手続法に定める聴聞手続を経て、ＮＰＯ法人の設立の認証を取り

消すことができます。 

・ＮＰＯ法人が改善命令に違反し、他の方法により監督の目的を達することができないとき 

・３年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないとき 

・ＮＰＯ法人が法令に違反した場合において、改善命令によってはその改善を期待することができ

ないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないとき 

・設立認証を受けた者が設立の認証があった日から６か月を経過してもなお、登記をしないとき 

 

(9) 罰則規定 

改善命令に違反した場合は、50 万円以下の罰金に処せられるほか、登記することを怠ったとき

や、各種届出義務、事業報告書等の作成・備え置き・提出義務等に違反したとき、虚偽の事業報告

書の提出、検査忌避を行ったときには、20 万円以下の過料に処せられることがあります。 

 

 

５ ＮＰＯ法人格取得後の義務 

法人格取得後は、法及びその他の法令並びに定款の定めにしたがって活動しなければなりませ

ん。特に次の点には留意してください。 

(1) 事業報告書等の情報公開と大阪市長への提出 

法人は、毎事業年度初めの３か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成しなければなりませ

ん。また、これらの書類は、役員名簿及び定款等と併せてすべての事務所に備え置き、社員及び利

害関係人に閲覧させるとともに、大阪市長に提出し、市民等の閲覧に供されます。 

罰則 

(1) 50 万円以下の罰金（法第 78 条及び第 79 条） 

・改善命令違反 

(2) 20 万円以下の過料（法第 80 条） 

・登記義務違反 

・財産目録の作成･備え置き義務違反 

・役員の変更の届出義務違反、定款変更の届出義務違反 

・事業報告書等の事務所への備え置き義務違反 

・定款変更に係る登記事項証明書提出、事業報告書等の大阪市長への提出義務違反 

・合併時の財産目録及び貸借対照表の作成･備え置き義務違反 

・合併時の債権者に対する公告･催告義務違反及び異議を述べた債権者に対する弁済等義務違反 

・理事又は清算人の破産手続開始の申立て義務違反 

・貸借対照表の公告義務違反、清算人の債権者に対する債権申出の催告等に関する公告義務違

反、清算人の破産手続開始の申立てに関する公告義務違反 

・大阪市長の報告徴収、立入検査に対する虚偽報告、検査忌避等 

(3) 10 万円以下の過料（法第 81 条） 

・特定非営利活動法人の名称使用制限違反 

など   
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(2) 登記 

ＮＰＯ法人は法務局で設立の登記を行うことで成立しますが、法人成立後も登記事項に変更があ

った時は、変更の日から２週間以内に「変更の登記」を行う必要があります。 

なお、少なくとも２年に一度は役員の改選を行い、役員（法人代表者）に変更がない場合（再

任）でも「重任の登記」を行う必要があります。登記について詳しくは法務局にお尋ねください。 

 

(3) 納税 

法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。ここでは、一部例を挙げて説明しますが、詳

細については、お近くの税務署、府税事務所、市税事務所に相談してください。 

国税である法人税については、法人税法に規定された「収益事業」(その性質上その事業に附随

して行われる行為を含みます。)から生じる所得に対して課税されることとなります。(注１) 

地方税（法人住民税（法人税割）及び事業税）も、収益事業から生じた所得に対して課税されま

す。また、法人住民税（均等割）は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。 

（注１） 法人税法上の収益事業は、販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて行われ

るものをいいます。（法人税法２十三、法人税法施行令５①） 

（注）特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上の定義に該当すれば、収益事業とみなさ

れます。 

 

６ 認定ＮＰＯ法人制度 

認定ＮＰＯ法人制度は、ＮＰＯ法人への寄附を促すことにより、ＮＰＯ法人の活動を支援するた

めに税制上設けられた措置であり、設立の日から１年を経過したＮＰＯ法人のうち一定の要件を満

たすものについて、大阪市長が認定する制度です。詳しくは「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）

認定・特例認定の手引」を参照してください。 

※閲覧される書類 

① 事業報告書 

② 貸借対照表 

③ 活動計算書 

④ 財産目録 

⑤ 年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所

又は居所並びに報酬の有無を記載した名簿） 

⑥ 社員名簿（前事業年度末日における社員のうち 10 人以上の者の氏名（法人にあっ

ては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面） 

⑦ 最新の役員名簿（住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの） 

⑧ 定款 

⑨ 認証書の写し・登記事項証明書の写し 

大阪市役所で閲覧・謄写される場合、個人の住所又は居所に係る 

記載の部分を除いたものが、閲覧・謄写されます。 

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送

業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、

周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技

所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等

を行う事業、労働者派遣業 
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第２章 ＮＰＯ法人の設立認証申請手続 

 

１ 設立の認証のための申請手続 

（1） 認証の申請 

イ ＮＰＯ法人を設立するためには、「特定非営利活動法人設立認証申請書（第１号様式）」に

次の①～⑩の書類を添付して大阪市長に提出し、設立の認証を受ける必要があります。 
① 定款 

② 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の受取の有無を 

記載した名簿） 

③ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本（コピー） 

④ 役員の住所又は居所を証する書面 

（住民票の写し（原本）又は住民票記載事項証明書（原本）⇒マイナンバーの記載のない

もの） 

⑤ 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面 

ＮＰＯ法人の認証要件である、社員が 10 人以上いることを証明するための書面です。社員全員を

記載する必要はありませんが、少なくとも 10 人の社員を記載してください。 

⑥ 確認書 

⑦ 設立趣旨書 

⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本（コピー） 

⑨ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

ロ 大阪市長は、認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨並びに申請のあった年月日、受

理した年月日及び上記①、②、⑦、⑨、⑩の書類（②については、役員の住所又は居所に係

る記載の部分を除いたもの）を大阪市ホームページにより認証・不認証の決定までの間公表す

るとともに、上記①、②、⑦、⑨、⑩の書類（②については、役員の住所又は居所に係る記

載の部分を除いたもの）は、受理した日から２週間公衆の縦覧に供します。 
ハ 提出書類に不備があるときは、その不備が市条例で定める軽微なものである場合に限り、補正

をすることができます（申請書を受理した日から１週間未満に限ります）。 
（注）軽微な不備とは、誤記その他これらに類する明白な誤りに係るものをいいます。 

（2） 認証又は不認証の決定 

大阪市長は、正当な理由がない限り、申請書を受理した日から２か月と２週間以内に認証又

は不認証の決定を行い、書面により通知します。 

（3） 法人成立後の届出 

設立の認証後、申請者が、主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人が成

立します。設立の登記は、設立認証の通知があった日から２週間以内に行う必要があります

（組登令２①）。 

ＮＰＯ法人は、登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する

登記事項証明書及びＮＰＯ法人成立時に作成した財産目録を添えて、その旨を大阪市長に届け

出なければなりません。なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から６か月を経

過しても登記をしないときは、大阪市長は認証を取り消すことができます。 
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２ 認証の基準 

大阪市長は、その申請内容が次の(1)～(4)の基準に適合すると認められるときには、その設立を 

認証します。 

(1) 設立の手続き並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること 

(2) 当該申請に係るＮＰＯ法人が特定非営利活動(注)を行うことを主たる目的とし、営利を目的

としないものであって、次のイ及びロのいずれにも該当し、その活動が、次のハ～ホのいずれ

にも該当する団体であること 

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員の総数の３分の１以下であること 
ハ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするも

のでないこと 
ニ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでない

こと 
ホ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

することを目的とするものでないこと 
(3) 当該申請に係るＮＰＯ法人が次のイ及びロに該当しないものであること 

イ 暴力団 
ロ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の

統制の下にある団体 
(4) 当該申請に係るＮＰＯ法人が 10 人以上の社員を有するものであること 
（注）特定非営利活動とは、以下の①～⑳に掲げる活動であって（法別表）、不特定かつ多数のものの利益の 

増進に寄与することを目的とするものです。具体例はＦＡＱ（よくあるお問合せ）のＱ22 を参照して 

ください。 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

② 社会教育の推進を図る活動 

③ まちづくりの推進を図る活動 

④ 観光の振興を図る活動 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

⑦ 環境の保全を図る活動 

⑧ 災害救援活動 

⑨ 地域安全活動 

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

⑪ 国際協力の活動 

⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

⑮ 科学技術の振興を図る活動 

⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

⑱ 消費者の保護を図る活動 

⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

（大阪市においては、第 20 号に定める活動については、条例で定めていません。） 
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３ 申請のフローチャート 

設立構想 ＮＰＯ法人の設立者（発起人）が集まり次のような事項について検討します。 

・10 人以上の社員の確保 

・設立趣旨書の作成 

・定款の起草（団体の理念、目的、事業の範囲・内容の検討） 

・総会・理事会、事務局等組織案の検討 

・役員案（親族の制限、欠格事由などの確認）の検討 

・事業計画・予算案の作成 

各種書類の準備 
申請に必要な書類を取り寄せて、添付書類を準備します。 

・認証申請関係書類（様式は大阪市のホームページからダウンロードできます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立総会 

設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。 

設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請

手続の委任などを行います。 

   

申請書と添付書類（申請関係書類）を大阪市長へ提出します。書類不備のために

不認証とならないよう十分注意してください。 
設立認証申請 

  

収  受 申請関係書類を収受し、確認します。 

   

受  理 申請関係書類を受理します。 

 

 

 

 

公表・縦覧 

申請があった旨並びに申請のあった年月日・受理した年月日及び申請関係書類を

大阪市ホームページにおいて認証・不認証の決定までの間公表するとともに、 

申請関係書類は、大阪市において２週間縦覧（もの（書類）を誰にでも自由に見

せる定めがある場合に、これを見ること）に供されます。 

公表・縦覧書類：定款、役員名簿（住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）、 

設立趣旨書、設立の時の事業年度・翌事業年度の事業計画書及び活動予算書 

※ 軽微な補正：申請書が受理されてから１週間未満は、軽微な（客観的に明白な誤記、

誤字又は脱字であって、その記載の訂正が内容の同一性に影響を与えない範囲である）

ものである場合に限り補正を申請することができます。 

認証・不認証 

の決定 

設立の手続、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、法に定めるＮＰ

Ｏ法人の要件を満たしているかどうかを審査した結果、原則として申請書受理後

２か月と２週間以内に、認証又は不認証の決定を行います。 

 

法人の設立認証申請書類の作成に関しては、ご留意いただく事項が多くある

ため、事前相談を実施しています。（設立の認証を円滑に行い、また窓口の混雑

緩和のため、できる限りお電話でご相談いただきますようお願いします。） 

※ 設立認証申請後に、設立総会で承認を受けた事項を変更する場合は、

再度、設立総会の開催が必要となりますので、設立認証の事前相談はで

きるだけ設立総会の前にご利用ください。 

大

阪

市

長 
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設立登記 

設立認証の通知があった日から２週間以内に、法人設立の登記を行わなければなり

ません。 

主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となります。 

（認証後６か月を過ぎて未登記の場合、設立の認証を取り消すことがあります。） 

登記完了届出書 

（閲覧用書類） 

の提出 

法人設立の登記後、遅滞なく設立登記完了届出書に登記事項証明書（原本）と設立の

時の財産目録を添付して、大阪市長に提出してください。 

 

法人の運営 

 

４ 申請に必要な書類 

様式・様式例は、大阪市のホームページ「特定非営利活動（ＮＰＯ）法人の各種申請書・届出書 

のダウンロード」からダウンロードできます。 

https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3022-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html 

 書類の名称 
参考 

ページ 
部数 チェック 

１ 特定非営利活動法人設立認証申請書（第１号様式） １６ １部  

２ 定款 １９ ２部  

３ 
役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員

について報酬の受取の有無を記載した名簿） 
３３ ２部  

４ 

各役員が法第 20 条各号に該当しないこと及び法第 21

条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承

諾する書面の謄本（コピー） 

３４ １部  

５ 

各役員の住所又は居所を証する書面 

（住民票の写し（原本）又は住民票記載事項証明書(原

本)⇒マイナンバーの記載のないもの） 

３５ １部  

６ 

社員のうち 10 人以上の者の氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載し

た書面 

３６ １部  

７ 
法第２条第２項第２号及び法第 12 条第１項第３号に 

該当することを確認したことを示す書面 
３７ １部  

８ 設立趣旨書 ３８ ２部  

９ 
設立についての意思の決定を証する議事録の 

謄本（コピー） 
３９ １部  

10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ４１ ２部  

11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ４３ ２部  

※上記の提出書類の受理後、補正が必要な場合に提出する書類（軽微なものに限ります。） 

・補正書（第２号様式） 

https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3022-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html
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☆様式 

・１は、市細則により定められている様式で作成してください。 

・２から 11（５除く）は、様式の指定はありませんが、各ページに必要事項を記載した様式例を 

示していますので、参考にしてください。 

・５の住所又は居所を証する書面（住民票の写し（原本）等）は、申請日の６か月以内に発行され 

たものに限ります。 

・４、９は、原本は法人が管理すべき書類であるため、大阪市には謄本（コピー）を提出して 

ください。（原本証明は不要です。） 

・書類はすべてＡ４サイズで作成してください。（官公署が発給する書類を除く。） 

 

※ 書類は、この順に並べて、綴じないで提出してください。 

※ 申請にあたって提出した書類は、控用としてコピーを保管してください。 
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(1) 特定非営利活動法人設立認証申請書(市細則で定めた様式です。様式どおり作成してください) 

 

【第１号様式】 

 

特 定 非 営 利 活 動 法 人 設 立 認 証 申 請 書  

 

年  月  日 

大阪市長  様 

 

申請者 住所又は居所 

ふ  り  が  な 

氏 名 

電 話 番 号    （     ） 

特定非営利活動法人の設立の認証を受けたいので、特定非営利活動促進法 

第10条第１項の規定により、次のとおり申請します。 
 

設 立 の 認 証 

を 受 け よ う 

と す る 特 定 

非 営 利 活 動 

法 人 に 係 る 

事 項 
 

名 称 

 

 
 

代 表 者 の 氏 名 
 

 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
 

 

そ の 他 の 事 務 所 の 所 在 地 
 

 

定 款 に 記 載 さ れ た 目 的 

 

添 付 書 類 

１ 定款(正副各１部) 
２ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の
有無を記載した名簿) (正副各1部) 

３ 各役員が法第 20 条各号に該当しないこと及び法第 21 条の規定に違反
しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 

４ 各役員の住所又は居所を証する書面 
５ 社員のうち 10 人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表
者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 

６ 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確
認したことを示す書面 

７ 設立趣旨書(正副各１部) 
８ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 
９ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(正副各１部) 
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(正副各１部) 
 
(備考) 法とは、特定非営利活動促進法をいう。 

（注）申請者の住所又は居所及び氏名の記載に当たっては、法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名を記載すること 

 定款で規定した正式名称を記載してく

ださい。「特定非営利活動法人」、「ＮＰＯ

法人」等を忘れずに記載してください。 

定款の目的（定款例では第３条）を省略

せずに全文記載してください。（定款の目

的の記載と完全一致していること。） 

通常、設立総会で選任された設立代表者が

申請者となります。住所・氏名は住民票の

写しのとおりに記載してください。 

理事長等、設立後の法人を代表する方の

氏名を記載してください。 

その他の事務所の設置がない場合は、 

空欄のままにしてください。 

住居表示のとおりに記載してください。 

設立代表者が理事長等ＮＰＯ

法人の代表者と異なる場合

は、記載にご注意ください。 

提出年月日を記入 

１部提出 

※主たる事務所の所在地 

・登記できますか？ 

・そこで、事業報告書等

を閲覧させることがで

きますか？ 

(法第28 条第3 項) 
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(2) 定款 

① 定款は、法人を運営するための根本原則を文書化したものであり、今後の事業方針、事業内容

を決定します。代表者任せにせず、構成員の方全員で議論しながら作成しましょう。定款には決

まった記載形式はありませんが、必要的記載事項、任意的記載事項があります。 

なお、ＮＰＯ法人設立後に定款を変更する場合は、（一部の事項を除き、）改めて、大阪市長の

認証を受けなければなりません。つまり、法人設立の認証と同様に、申請書類の縦覧・審査など

原則として２か月と２週間が必要（登記を含めるとそれ以上）となりますので、当初の定款の作

成にあたっては、十分検討する必要があります。 

 

ア 必要的記載事項 

次の事項については、法で定められていますので、必ず定款に記載しなければなりません。

記載がなかったり、内容が違法であったりする場合には、設立の認証はされません。 

１)目的 

２)名称 

３)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

４)主たる事務所及びその他の事務所の所在地 

５)社員の資格の得喪に関する事項 

６)役員に関する事項 

７)会議に関する事項 

８)資産に関する事項 

９)会計に関する事項 

10)事業年度 

11)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

12)解散に関する事項 

13)定款の変更に関する事項 

14)公告の方法 

※ 次の項目については、法の中で特に規定があります。 

・役員の報酬（第２条第２項第１号ロ） 

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること。 

・設立当初の役員（第 11 条第２項） 

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 

・総会に関する規定（第 14 条の４） 

社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも５日前に、その社員総会の目的である事項を 

示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 

・役員の定数（第 15 条） 

特定非営利活動法人には、役員として、理事３人以上及び監事１人以上を置かなければならない。 

・業務の執行（第 17 条） 

特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。 

・監事の兼職禁止（第 19 条） 

監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。 

・役員の親族等の排除（第 21 条） 

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が１人を超えて含ま 

れ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることに

なってはならない。 
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・役員の任期（第 24 条第１項） 

役員の任期は、２年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。 

・定款変更のための議決方法（第 25 条第１項） 

定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。 

・解散事由（第 31 条第１項第２号） 

特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。 

二 定款で定めた解散事由の発生 

・解散時の残余財産の帰属先（第 32 条第１項） 

解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄 

庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 

 

イ 任意的記載事項 

ア（必要的記載事項）以外で定款において内容を明確にしておくもの。どのようなことを定

款に記載するかは法人の自主的な判断に委ねられていますが、定款に記載された内容の効力

は、必要的記載事項と同じです。また、その変更も所定の定款変更の手続が必要となります。 

 

② 次頁以降に掲載している定款例は一つの例で、このとおりでなければ不認証となるものではあ

りません。ただし、定款例に記載した留意事項を確認の上、作成してください。 

 

③ Ａ４サイズで提出してください。 

 

※ 法令に抵触する規定は、その規定に関する限り無効とされます。 
※ 定款は、申請書を受理した後２週間縦覧に供するとともに、大阪市ホームページで認証・不認証

の決定までの間、公表します。また、ＮＰＯ法人成立後も閲覧の対象となります。 
  

【事務所の所在地について】 

 

・ＮＰＯ法人には、情報公開が義務付けられています。 

事業報告書等を事務所に備え置き、また、これらの書類について社員及び利害関係人からの

請求があれば、閲覧させなければなりません。事務所とする場所は、この条件を満たしてい

る必要があります。 

・事務所が賃貸の場合などは、その場所をＮＰＯ法人事務所として使用して良いかを確かめ

てください。 

・個人の住宅等を事務所として使用する場合は、ＦＡＱ（よくあるお問合せ）のＱ８を参照し

ていただく等、事務所として適当かどうかをよく検討してください。 

・事業内容によっては、設立後に行政庁の許認可が必要な場合があります。あらかじめその基

準を満たしている事務所かどうか確かめてください。 

・事務所ポストや入口に法人名を掲げるなどして郵便物が届くようにしておいてください。 
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定款例 

 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を大阪市内に置く。 

２ この法人は、前項のほか、その他の事務所を大阪市内、

…に置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、【 ① 】に対して、【 ② 】に関する

事業を行い、【 ③ 】に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、その目的を達成するため、特定非営

利活動促進法(以下「法」という。)第２条別表のうち、

次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(1) 

(2) 

 

 

 

留意事項 

 

 

 

 

 

 

＜第１条＞…必要的記載事項(法 11①二)

注：法人の名称は、法令又は公序良俗に違 

反しないことが必要である。 

＜第２条＞…必要的記載事項(法 11①四)

注：「主たる事務所」と「その他の事務所 

（＝従たる事務所）」を明確に区分した

上で、設置する事務所をすべて記載す

る。 

 

 

＜第３条＞…必要的記載事項(法 11①一) 

注１：ＮＰＯ法人は定款に定める目的の範囲内

において権利を有し義務を負う。（民法第34

条）この「目的の範囲内」とは、第３条、第４

条及び第５条の全体をもって判断すべきもの

と考えられていることから、これらの条文の

整合性に留意することが必要。 

また、法第２条第２項の規定に反しないこと

が必要。 

注２：特定非営利活動を行うことを主たる

目的とした法人であること等を明らか

にする必要がある。例えば、① 受益対

象者の範囲、② 主要な事業、③ 法人の

事業活動が社会にもたらす効果（どのよ

うな意味で社会の利益につながるのか）

や法人としての最終目標等を具体的か

つ明確に伝わるように記載する。 

 

 

＜第４条＞…必要的記載事項（法 11①

三） 

注１:法別表に掲げる活動の種類のうち、

該当するものを選択して記載する（複数

の種類の選択も可能）。 

具体例はＦＡＱ（よくあるお問合せ）の

Ｑ22 を参照。 

注２:法別表の表記どおりの活動を記載す

２部提出 

＜第 条＞と下線を付した条項は、

法に定める必要的記載事項です。 

市民の皆さんにわかりやすいように、 

専門用語や一般的でない表現等は、平易な

表現に置き換えたり、専門用語の後に括弧

書きで解説を加えるなどしてください。 

二次的な効果があるものは、該当するものには

ならない場合があります。 

又、将来行う予定があるなど、設立時の計画に

ないものは、具体的な計画ができた時に、定款

変更を行うようにしてください。 
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（事業） 

第５条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業

を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① ○○○○○事業 

② ○○○○○事業 

 

 

(2) その他の事業 

① △△△△△事業 

② △△△△△事業 

 

 

 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業

に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、

同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

 

 

第３章 会員 

 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の【  】種とし、正会員

をもって法上の社員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人

及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会

した個人及び団体 

 

 

 

 

 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定

める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理

事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければな

らない。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速や

かに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知し

なければならない。 

ること。 

 

＜第５条＞…必要的記載事項(法 11①三

及び十一)参考：法５ 

注１：第１項…法人が行う具体的な事業の

内容を記載する。その際、「特定非営利

活動に係る事業」と「その他の事業」の

内容は明確に区分しなければならない。 

注２:「その他の事業」を行わない場合は、

「この法人は、第３条の目的を達成する

ため、次の特定非営利活動に係る事業を

行う」旨を記載し、第１項第２号及び第

２項の記載を要しない。 

注３:「特定非営利活動に係る事業」におい

て、付随的な事業を行う場合には、「そ

の他この法人の目的を達成するために

必要な事業」旨を記載する。ただし、「そ

の他の事業」ではこの旨の記載はできな

い。 

参考：第２項…法５① 

 

＜第３章＞…社員の資格の得喪に関する

事項は必要的記載事項（法 11①五） 

参考：法２②一イ 

＜第６条＞必要的記載事項 

注１：ここでいう「社員」とは、法人の構

成員のことで、総会議決権を有する者が

該当する。 

注２：賛助会員等、正会員以外の会員種別

を定める場合は、正会員とそれ以外の会

員を区別して、第２号以降にその旨を記

載する。ただし、正会員（社員）以外の

会員種別を定款で定めるかどうかは、法

人の任意的記載事項。 

 

 

＜第７条＞必要的記載事項 

注１：第６条において、正会員以外の会員

について定める場合は、正会員とそれ以

外の会員を区別して記載することもで

きる（以下、第 11 条まで同じ。）。正会

員以外については任意的記載事項。 

注２：社員（正会員）以外の会員の入会に

ついては、任意の条件を定めることがで

その他の事業とは、特定非営利活

動に係る事業を経済的に補うた

めの事業などを指しますので、特

定非営利活動に含まれる事業は

該当しません。ＦＡＱ（よくある

お問合せ）のＱ１０を参照。 
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（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費

を納入しなければならない。 

 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したと

き。 

(3) 継続して【 】年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

 

（退会） 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提

出して、任意に退会することができる。 

 

 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、

総会の議決により、これを除名することができる。この

場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えな

ければならない。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を

したとき。 

 

 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第 12 条 この法人に次の役員を置く。 

 (1) 理事 ３人以上○○人以下 

(2) 監事 １人以上○○人以下 

２ 理事のうち、１人を理事長、○人を副理事長と 

する。 

 

 

 

 

 

きるが、社員（正会員）の資格取得につ

いては、不当な条件を付けてはならな

い。（法２②一イ） 

 

＜第８条＞必要的記載事項 

注１：入会金又は会費の設定がない場合

は、記載を要しない。 

注 2：総会以外の機関で定めることも可。 

 

＜第９条＞必要的記載事項 

注：第４号…除名を資格喪失の条件とする

場合は、必ず除名に関する規定を置くこ

と（定款例第 11 条参照）。 

 

 

 

 

 

＜第 10 条＞必要的記載事項 

注：退会が任意であることを明確にする。

任意に退会できない場合などは法に抵

触する。 

 

＜第 11 条＞ 

注：総会の議決以外に理事会の議決やその

他の機関の議決でも構わない。 

 

 

 

 

 

 

＜第４章＞…役員に関する事項は必要的

記載事項（法 11①六） 

＜第 12 条＞必要的記載事項 

注１：第１項…理事の定数は３人以上、監

事の定数は１人以上としなければなら

ない（法 15）。 

注２：「理事」及び「監事」を明確に区分

する。なお、役員の定数は理事３人以上、

監事１人以上であれば、「○○人」とす

ることもできる。 

注３：第２項…職名は、理事長、副理事長

以外の名称を使用することもできる。 
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（選任等） 

第 13 条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶 

者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又

は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役

員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはな

らない。 

 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができ 

ない。 

 

（職務） 

第 14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理す

る。 

 

 

 

 

 

 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人

を代表しない。 

 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき

又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名し

た順序によって、その職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会

の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又

は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実があることを発見した場合には、こ

れを総会又は所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を

招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の

状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集

を請求すること。 

 

 

 

 

＜第 13 条＞必要的記載事項 

注１：第１項…定款により総会以外で役員

を選任することも可能であるが、監事は

総会で選任することが望ましい。 

注２：第３項…理事・監事が６人以上の場

合に限り、配偶者もしくは３親等以内の

親族を１人だけ役員に加えることがで

きる（法 21）。 

参考：第４項…法 19 

 

 

 

＜第 14 条＞必要的記載事項 

注１：第１項…理事長のみが法人の代表権

を有する場合に記載する。理事長以外に

も法人を代表する理事がいる場合には、

例えば「理事全員は、この法人を代表す

る。」、「理事長及び常務理事は、この法

人を代表する。」というような記載をす

ること（法 16）。 

注２：第２項…理事長以外の理事が代表権

を有しない場合には、第 1 項に加えて

その旨を明記することが望ましい。 

注３：第３項…副理事長が１人の場合は、

「理事長があらかじめ指名した順序に

よって、」という記載を要しない。 

 

 

参考：第５項…法 18 

注４：監事は代表権を有しない。 
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（任期等） 

第 15 条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後２事

業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任さ

れた場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、又、

任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任

期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長す

る。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、

それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就

任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（欠員補充） 

第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超え

る者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければな

らない。 

 

 

 

（解任） 

第 17 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、

総会の議決により、これを解任することができる。この

場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与え

なければならない。 

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められると

き。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくな

い行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第 18 条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬

を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁

償することができる。 

 

＜第 15 条＞ 

注１：第１項…必要的記載事項（法 24①

（役員任期は２年以内において定款で

定める期間とする。）） 

注２：第２項…法人運営の円滑化を図るた

め、法 24②の規定に基づき、第 13 条

において役員を総会で選任する旨を明

記している場合に限り、任期伸長（短縮）

規定を置くことができる。 

 

 

 

注３：第４項…役員が存在しない期間が生

じた場合、法人が損害を被るおそれもあ

ることから、前任者は、辞任又は任期満

了後においても応急的に業務執行義務

を負うものとされている。しかし、新た

な権限の行使まで認められるものでは

ないから、至急後任者を選任する必要が

ある。なお、この規定を根拠に役員任期

を伸長することはできない。 

 

＜第 16 条＞必要的記載事項 

参考：法 22 

注：理事、監事のそれぞれ定数の３分の１

が欠員になった場合は、新たな理事又は

監事を速やかに選任しなければならな

い。 

 

＜第 17 条＞必要的記載事項 

注：役員の解任は総会の議決の他、理事会

の議決やその他の機関の議決でも構わ

ない。 

 

 

 

 

 

 

＜第 18 条＞必要的記載事項 

参考：第１項…法２②一ロ 

注１：役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総

数の３分の１以下であることが必要。 
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３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。 

 

（職員） 

第 19 条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことが

できる。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

 

第５章 総会 

（種別） 

第 20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種

とする。 

 

 

 

（構成） 

第 21 条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第 22 条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散 

(3) 合併 

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 

(5) 事業報告及び活動決算 

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(7) 入会金及び会費の額 

(8) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短

期借入金を除く。第 48 条において同じ。）その他新た

な義務の負担及び権利の放棄 

(9) 事務局の組織及び運営 

(10) その他運営に関する重要事項 

 

 

 

（開催） 

第 23 条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2)正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を

記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があった

とき。 

(3) 第 14 条第５項第４号の規定により、監事から招集

注2：第３項…総会以外に理事会等の機関

の議決でも構わない。 

 

 

 

 

 

 

 

＜第５章>…会議に関する事項は必要的記

載事項（法 11①七） 

＜第 20 条＞必要的記載事項 

参考：法 14 の 2 及び法 14 の 3 

注：総会は、全ての正会員（社員）をもって構成

されるものであり、一部の正会員のみを構成

員とすることはできない。 

 

 

 

 

＜第 22 条＞必要的記載事項 

注 1：定款で理事会等に委任しているもの

以外はすべて総会の議決事項（法 14 の

5）。 

注 2：定款の変更(法第 25 条第１項)、解

散(法第 31 条第１項)、合併(法第 34 条

第１項)は総会で議決しなければならな

い。 

事業報告及び活動決算、その他運営

に関する重要事項についても、社員総

会が法人の最高意思決定機関という趣

旨から総会の議決が望ましい。 

役員の選任又は解任については、理

事は理事会に委任できるが、監事につ

いては職務と照らし合わせると総会で

の議決事項とするのが望ましい。 

 

＜第 23 条＞必要的記載事項 

注１：第１項…少なくとも年１回通常総会

を開催する必要がある（法 14 の 2）。 

参考：第２項第１号…法 14 の 3① 

注２：第２項第２号…社員総数の５分の１

以上を必要とするが、定款をもってこれ

を増減することは可能（法 14 の 3②） 
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があったとき。 

 

 

 

（招集） 

第 24 条 総会は、第 23 条第２項第３号の場合を除き、理

事長が招集する。 

２ 理事長は、第 23 条第２項第１号及び第２号の規定によ

る請求があったときは、その日から 15 日以内に臨時総会

を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び

審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少な

くとも会日の５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 25 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会

員の中から選出する。 

 

（定足数） 

第 26 条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなけ

れば開会することができない。 

 

 

（議決） 

第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第３項の規定

によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席

した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

３ 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案

した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決す

る旨の総会の決議があったものとみなす。 

 

 

（表決権等） 

第 28 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員

は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電

磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人とし

て表決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第 26 条、第 27

条第２項、第 29 条第１項第２号及び第 49 条の適用につ

いては、総会に出席したものとみなす。 

注３：ファックスは書面に含まれる。電磁

的方法とは、電子情報処理組織を使用する

方法。例えば、電子メールなどがこれに該

当する（法規１の２） 

 

＜第 24 条＞必要的記載事項 

 

 

 

 

注：第３項…総会の招集方法は必ず定款に記

載しなければならない。また、総会の通知

は、定款で定めた方法により、少なくと

も総会の日の５日前までに行われなけ

ればならない(法 14 の 4）。 

 

 

 

 

＜第 26 条＞必要的記載事項 

注：定款変更の際の定足数は、定款に特別

の定めがない限り、社員総数の２分の１

以上である（法 25②）。 

 

＜第 27 条＞必要的記載事項 

参考：第１項…法 14 の 6 

 

 

 

注：第３項…書面又は電磁的記録により社

員全員が同意の意思表示をした場合は、

総会の省略が可能。（法 14 の９①） 

電磁的記録は、磁気ディスクやＣＤ－

ＲＯＭなどにより調製するファイルに

情報を記録したもの（法規２）。 

 

＜第 28 条＞ 

参考：第１項及び第２項…法 14 の 7 

注 1：この規定を設けることで書面又は電

磁的方法により賛否を事前に表明する

ことや他の正会員への委任が可能とな

る。 

参考：第４項…法 14 の 8 

注 2：議決について特別の利害関係のある
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４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員

は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事

録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法

による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、

その数を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議

事録署名人２人以上が署名し、又は記名押印しなければ

ならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁

的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の

決議があったとみなされた場合においては、次の事項を

記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

(3) 総会の決議があったものとみなされた日 

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第 31 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事

項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する 

事項 

 

（開催） 

第 32 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催す

る。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の３分の１以上から会議の目的である事

項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求

正会員は、議決に加わることができな

い。 

 

 

＜第 29 条＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：第２項…記名とする場合は「記名押

印」とする必要がある。 

 

注 2：第３項…第 27 条第３項で書面又は

電磁的記録により同意の意思表示を可

能とする規定を置いたときは、この規定

が必要。 

 

 

 

 

 

 

＜第６章＞…会議に関する事項は定款の

必要的記載事項（法 11①七） 

 

 

 

＜第 31 条＞ 

注：総会の権能と整合性をとる（第 22 条

参照）。 
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があったとき。 

(3) 第 14 条第５項第５号の規定により、監事から招集

の請求があったとき。 

（招集） 

第 33 条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、第 32 条第２号及び第３号の規定による請求

があったときは、その日から 15 日以内に理事会を招集し

なければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及

び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少

なくとも会日の５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第 35 条 理事会における議決事項は、第 33 条第３項の規

定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（表決権等） 

第 36 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事

は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的

方法をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、第 37 条第１項第２

号の適用については、理事会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事

は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議

事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁

的方法による表決者にあっては、その旨を付記するこ

と。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議

事録署名人２人以上が署名し、又は記名押印しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 35 条＞ 

参考：第２項…法 17 

 

 

 

 

＜第 36 条＞ 

注：理事会における理事の表決について

は、理事の役割の性質から表決委任は望

ましくないと考えられている。 

 

 

 

 

 

 

＜第 37 条＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：記名の場合は「記名押印」とする必要

がある。 
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第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第 38 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもっ

て構成する。 

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄附金品 

(4) 財産から生じる収益 

(5) 事業に伴う収益 

(6) その他の収益 

 

（資産の区分） 

第 39 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に

関する資産及びその他の事業に関する資産の２種とす

る。 

 

 

 

（資産の管理） 

第 40 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、

総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（会計の原則） 

第 41 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則

に従って行うものとする。 

 

 

（会計の区分） 

第 42 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に

関する会計及びその他の事業に関する会計の２種とす

る。 

 

 

 

（事業計画及び予算） 

第 43 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、

理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第 44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由によ

り予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を

経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費

用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用と

＜第７章＞…必要的記載事項（法 11①八

及び九） 

＜第 38 条＞必要的記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 39 条＞ 

注：特定非営利活動に係る事業のみを行う

場合は、記載を要しない。または、「こ

の法人の資産は、特定非営利活動に係る

事業に関する資産の１種とする。」と記

載しても構わない。 

 

＜第 40 条＞ 

注：総会の議決以外に、理事会等の機関の

議決でも構わない。 

 

＜第 41 条＞ 

注：「法第 27 条各号に掲げる原則」とは、

正規の簿記の原則、真実性、明瞭性の原

則及び継続性の原則をいう。 

 

＜第 42 条＞ 

注：特定非営利活動に係る事業のみを行う

場合は、記載を要しない（法５②）。ま

たは、「この法人の会計は、特定非営利

活動に係る事業に関する会計の１種と

する。」と記載しても構わない。 

 

＜第 43 条～第 45 条及び第 48 条＞ 

注：平成 15 年の法改正により、「予算準

拠の原則」は削除されている（法 27

一）。現行法上、予算管理を行うか否か

は法人の任意であることから、予算管理

を行わない場合又は内規等で予算管理

を行う場合は、記載を要しない。 
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みなす。 

 

（予算の追加及び更正） 

第 45 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、

総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすること

ができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第 46 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表

及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了

後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総

会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越す

ものとする。 

 

（事業年度） 

第 47 条 この法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌

年○月○日に終わる。 

 

 

 

 

（臨機の措置） 

第 48 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ

その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしよう

とするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

 

 

（定款の変更） 

第 49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会

に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を

経、かつ、法第 25 条第３項に規定する事項を変更する場

合、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 47 条＞…必要的記載事項（法 11①

十） 

注：事業年度は自由に定めることができる

が、税法で１年以内と規定されている。

（１月１日から 12 月 31 日、9 月 1

日から翌年 8 月 31 日など） 

 

 

 

 

 

 

＜第８章＞…定款の変更と解散に関する

事項は必要的記載事項（法 11①十二及び

十三） 

 

＜第 49 条＞参考：法 25 

注１：定款変更の際には、定款に特別の定

めがない限り、社員総数の２分の１以上

が出席し、その出席した社員の４分の３

以上の議決が必要となる。 

注 2：法 25③に規定する所轄庁の認証を

得なければならない事項は次のとおり。 

(1)目的 

(2)名称 

(3)その行う特定非営利活動の種類及び

当該特定非営利活動に係る事業の種

類 
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（解散） 

第 50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の 

不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

 

 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、

正会員総数の４分の３以上の承諾を得なければならな

い。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の

認定を得なければならない。 

 

 

(4)主たる事務所及びその他の事務所の

所在地（所轄庁変更を伴うものに限

る） 

(5)社員の資格の得喪に関する事項 

(6)役員に関する事項（役員の定数に関

する事項を除く） 

(7)会議に関する事項 

(8)その他の事業を行う場合における、

その種類その他当該その他の事業に

関する事項 

(9)解散に関する事項（残余財産の帰属

すべき者に関する事項に限る） 

(10)定款の変更に関する事項 

参考：法 25③に規定する以外の事項（所

轄庁への届出のみで定款変更できるもの）

は次の通り。 

○事務所の所在地（所轄庁の変更を伴わな

いもの）（第２条参照） 

○役員の定数に関する事項（第 12 条参

照） 

○資産に関する事項（第７章参照） 

○会計に関する事項（第７章参照） 

○事業年度（第 47 条参照） 

○残余財産の帰属すべき者に係るものを

除く解散に関する事項（第８章参照） 

○公告の方法（第９章参照）   など 

 

＜第 50 条＞ 

参考：第１項…法 31① 

第１号…法 31①一 

第２号…法 31①三 

第３号…法 31①四 

第４号…法 31①五  

第５号…法 31①六  

第６号…法 31①七 

第７号以下…法 31①二（定款で定めた

解散事由の発生） 

注：第２項…解散の際には、定款に特別の

定めがない限り、社員総数の４分の３以

上の承諾が必要となる（法 31 の 2）。 

参考：第３項…法 31② 
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（残余財産の帰属） 

第 51 条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定に

よる解散を除く。）したときに残存する財産は、法第 11

条第３項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

（合併） 

第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会におい

て正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、所轄庁

の認証を得なければならない。 

 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 53 条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。 

ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表の

公告については、【○○○】に掲載して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 51 条＞…法 11 条③、法 32 

注１：「残余財産の帰属すべき者」は、他

の特定非営利活動法人、国又は地方公共

団体、公益財団法人又は公益社団法人、

学校法人、社会福祉法人、更生保護法人

から選定されなければならない。 

注２：帰属先を定めない場合、又は帰属先

が明確でない場合は、国又は地方公共団

体に譲渡されるか国庫に帰属されるこ

ととなる。 

 

＜第 52 条＞ 

注：定款に特別の定めがない限り、合併の

際には、社員総数の４分の３以上の議決

が必要（法 34）。 

 

＜第９章＞…必要的記載事項（法 11①十

四） 

＜第 53 条＞ 

注１：公告とは、第三者の権利を保護する

ため、第三者の権利を侵害するおそれの

ある事項について広く一般の人に知ら

せることである。法人の活動実態に応じ

て、官報、日刊新聞、法人のホームペー

ジや内閣府 NPO 法人ポータルサイト

を選択して記載することが考えられる。 

注２：法人は、前年度の貸借対照表の作成

後遅滞なくこれを公告しなければなら

ない。貸借対照表の公告方法は以下の４

つの方法から選んで定款で定める必要

がある（法 28 の２）。 

公告方法 【○○○】の記載例 

①官報 官報 

②日刊新聞紙 大阪府（都道府県名）

において発行する○

○新聞 

③電子公告 この法人のホームペ

ージ 

内閣府 NPO 法人ポ

ータルサイト 

（法人入力情報欄） 

④主たる事務所

の公衆の見や

すい場所 

この法人の主たる事

務所の掲示場（に掲

示） 
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第 10 章 雑則 

（細則） 

第 54 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の

議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長      ○○ ○○ 

副理事長     ○○ ○○ 

理事       ○○ ○○ 

同        ○○ ○○ 

監事       ○○ ○○ 

同        ○○ ○○ 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 15 条第１項の

規定にかかわらず、成立の日から○年○月○日までとす

る。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 43

条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる

ものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第 47 条の規定にか

かわらず、成立の日から○年○月○日までとする。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規

定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

(1) 正会員入会金  ○○○円 

正会員会費   年額□□□円 

(2) 賛助会員入会金 △△△円 

賛助会員会費  年額▽▽▽円 

なお、③を選択する場合は、事故その

他やむを得ない事由によって電子公告

による公告をすることが出来ない場合

の公告方法として①か②のいずれかを

定めることができる（法 28 の２③）。 

注３：定款において、公告方法として官報

掲載を定めない場合であっても、以下の

①及び②の公告については、選択した公

告方法に加え、官報に掲載して行う必要

がある。 

①解散した場合に清算人が債権者に対

して行う公告（法 31 の 10④） 

②清算人が清算法人について破産手続

開始の申立を行った旨の公告（法 31

の 12④） 

 

 

 

 

 

 

＜附則＞…必要的記載事項 

注１：設立当初の記載内容は、成立後にお

いて変更しない。 

注２：第２項…必要的記載事項（法 11②）

役員名簿の記載内容と一致させる。 

 

 

 

 

注３：第３項…至年月日は、成立の日から

２年を超えてはならない。 

総会の開催時期を考慮に入れ、役員任

期の末日を事業年度の末日の２～３か

月後にずらしておくと、法人運営に支障

をきたすおそれが少ない（第 15 条注２

参照）。「最初の通常総会が終結するま

で」とすることもできる。 

注４：第６項…正会員以外の会員について

定める場合は、正会員と区別して記載す

る。 
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(3) 役員名簿 

【 様式例 】 

 

役  員  名  簿  

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○○○ 

 

 
役職名 

ふ り が な  

氏 名 
住所又は居所 報 酬 の 有 無  

 

理 事 

 

  

 

 

 

 

理 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

   

監 事 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員の氏名及び住所は、住民票の写し等のとおりに記載してください。 

※パソコンで変換できない文字は、手書きで記載してください。 

※番地等は、「１－２－３」ではなく「１丁目２番３号」等というように、

住民票の写し等のとおりに記載してください。 

役員報酬の受取の有無を必ず記載してくださ

い。報酬を受ける役員の総数は、役員総数の 

３分の１以下でなければなりません。 

就任する理事、監事の区分を

記入してください。 
氏名には、ふりがなを付

けてください。 

この書面は、申請受理後2 週間、縦覧に供するとともに、大阪市ホームページで 

認証・不認証の決定までの間、公表します。 

（住所又は居所の記載の部分は除く） 

２部提出 
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(4) 就任承諾及び誓約書（各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約

し、並びに就任を承諾する書面）のコピー 

 

【 様式例 】 

 

 

就 任 承 諾 及 び 誓 約 書 
 

 

 

 

 

私は、特定非営利活動法人○○○○○○（法人名） の □□（役職名） に就任することを承諾

するとともに、特定非営利活動促進法第２０条各号に該当しないこと及び同法第２１条に違反しない

ことを誓約します。 

 

 

 

 

 

年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

  特定非営利活動法人○○○○○○御中 

 

 

 

 

住所（居所）                  

 

 

氏    名                  

 

「理事」・「監事」のいずれかを記載してください。 

就任承諾日を記載してください。 

※あて先が設立代表者である場合、設立総会で設立代表者が

選任されるため、設立総会より前の日付は無効ですので、

ご注意ください。 

※あて先が法人である場合、設立総会の日付に関わらず、申

請日以前の日付であれば有効です。 

役員に就任しようとしている者が、設立しようとしている

法人に対して提出する書類です。大阪市にはコピーを提出

し、原本は法人で保管してください（原本証明は不要です）。 

役員の氏名及び住所は、住民票の写し

等のとおりに記載してください。 

コピーを1 部提出 

原本は法人が保管 
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法第20条各号及び第21条 

 

（役員の欠格事由） 

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。  

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経

過しない者 

三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第32条の３第７項及び

第32条の11第１項の規定を除く。第47条第１号ハにおいて同じ）に違反したことにより、又は刑法（明

治40年法律第45号）第204条、第206条、第208条、第208条の２、第222条若しくは第247条の罪若し

くは暴力行為等処罰に関する法律（大正15年法律第60号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せら

れ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

四 暴力団の構成員等 

五 第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を

取り消された日から２年を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

（役員の親族等の排除） 

第21条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が１人を超えて含

まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることに

なってはならない。 

 

(5) 住所又は居所を証する書面 

次の区分に応じて提出してください。 

① 住民基本台帳法の適用を受ける人（市町村の区域内に住所を有する人）は、住民票の写し（原

本）又は住民票記載事項証明書（原本） 

本人分のみの交付を受けてください、以下同じ。マイナンバー（個人番号）や本籍の記載は

不要です。 

外国人の方についても、３か月を超えて日本に住所を有し適法に滞在している外国人には、

住民票が作成されるため、住民票の写し（原本）を提出してください。 

② 上記以外の人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書 

これに該当する人は、外国人であって外国に住んでいる人等が想定されます。外国語の文書

には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付する必要があります。 

 

※ 上記の書面は、申請日の６か月以内に作成されたものに限ります。 

※ 住所又は居所を証する書面が、複数枚にわたる場合はすべてのページを提出してください。 
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(6) 社員名簿（社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面） 

 

【 様式例 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社員のうち１０人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 
 

特定非営利活動法人 ○○○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏  名 住所又は居所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

２ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

３ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

４ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

５ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

６ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

７ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

８ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

９ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

10 

  

 

社員が10 人以上いる場合、その全員を記載する必要はありません。

10 人だけの記載で結構です。 

法人及び人格なき社団（いわゆる任意団体）にあっては、その

名称及び代表者の氏名を記入してください。 

（例）株式会社 ○○○○ 

代表取締役社長 △△△△ 

法人が社員となる場合は、法人の主たる事務所の所在地を 

記載してください。 

人格なき社団が社員となる場合は、その代表者をもって社員

となります。住所又は居所は、代表者の自宅住所を記載して

ください。 

社員とは法人の構成員の意味で

あり、総会で議決権を持つ者の

ことです。 

１部提出 
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(7) 確認書 

【 様式例 】 

 

確   認   書 
 

 

 

 

当法人は、特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第

12 条第１項第３号のいずれにも該当することを、○年○月○日に

開催された設立総会において確認しました。 

 

 

 

 

年  月  日 

（書類作成日） 

 

大阪市長 様 

 

特定非営利活動法人○○○○○○ 

 

設立代表者  △△ △△  

 

 

 

 

法第２条第２項第２号及び第12条第１項第３号 

 
（第２条第２項第２号） 

第２条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益

の増進に寄与することを目的とするものをいう。 

２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当

する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 

一  (略) 

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 

ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者に

なろうとする者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的

とするものでないこと。 

 

（第12条第１項第３号） 

第12条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。 

一 ― 二 略 

三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下この号及び第47条第６号において同じ。） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくな

った日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある団体 

四 略 

２－３ 略 

確認が行われた総会の日付を記

載してください。 

必ずしもこの様式例を使用する必要はありませんが、 

いつ、どのような場で（例えば○年○月○日の設立総会において）確認が行われたか、 

が記載されている必要があります。 

１部提出 
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(8) 設立趣旨書 

 

【 様式例 】 
 

設  立  趣  旨  書  
 

特定非営利活動法人○○○○○○ 

設立代表者 △ △ △ △  

 

１ 趣旨 
 

・定款で定められている目的や事業に係る社会経済情勢やその問題点 

・法人の行う事業が不特定多数のものの利益に寄与する理由 

・具体的な事業の概要 

・法人格が必要となった理由 

・ＮＰＯ法人格を選んだ理由  など 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申請に至るまでの経過 

 

・法人の設立を発起し、申請するに至った動機や経緯（活動実績がある 

場合は、これまで取り組んできた具体的活動内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人としての設立趣旨を記載する書類であるため、なぜ、

任意団体や、様々な法人格（株式会社や社団法人）がある

中でもNPO 法人格が必要なのかを記載してください。 

この書面は、申請受理後2 週間、縦覧に供するとともに、大阪市ホームページで 

認証・不認証の決定までの間、公表します。 

市民の皆様ににわかりやすいように記載してください。 

2部提出 
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(9) 設立総会議事録のコピー 

 

【 様式例 】 

 

特定非営利活動法人○○○○○○設立総会議事録 

 

 

 

 
 

１．日  時：    年   月   日 

時  分から  時  分まで 

 

２．場  所： ○○会館 ○会議室 

 

３．出席者数       名（うち委任状出席者数   名） 

 

４．議長の選任 

 

特定非営利活動法人○○○○○○を設立するため、上記のとおりの者が出席した。 

議長を選出すべく、全員で互選したところ○○○○が選ばれ、本人はこれを承諾し、議

長席に着き、特定非営利活動法人○○○○○○の設立総会の開会を宣言し、議事に入っ

た。 

 

５．議事 

 

第１号議案 特定非営利活動法人○○○○○○設立認証申請の件 

議長は、設立趣旨書を朗読し、本法人設立の趣旨及び目的を説明した上で、本法人設

立に関する承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決され

た。 

 

第２号議案 活動目的等の確認の件 

議長は、本法人が、特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第 12 条第１項

第３号のいずれにも該当することについて、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを

承認し、本案は可決された。 

 

第３号議案 設立当初の役員承認の件 

議長は、設立当初の役員の人選について、案を示し全員に諮ったところ、全員異議な

く承認し、本案は可決された。 

 

第４号議案 定款承認の件 

議長は、定款案を朗読し全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可

決された。 

 

第５号議案 設立の時の財産目録承認の件 

議長は、設立の時の財産目録の案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれ

を承認し、本案は可決された。 

 

第６号議案 設立の初年度及び翌年度の事業計画書承認の件 

議長は、設立の初年度及び翌年度の事業計画書の案を示し、その承認を求めたところ

全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 

 

設立総会議事録は、団体に備え置かれるものです。大阪市にはコピーを提出し、

原本は法人で保管してください（原本証明は不要です）。 

コピーを1 部提出 

原本は法人が保管 

設立の時の財産目録は、設立
登記完了届（第3 号様式）の
添付書類です。 
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第７号議案 設立の初年度及び翌年度の活動予算書承認の件 

議長は、設立の初年度及び翌年度の活動予算書の案を示し、その承認を求めたところ

全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 

 

第８号議案 設立代表者の選任の件 

議長は、設立代表者を選任し設立に関する一切の権限を委任したい旨を述べたとこ

ろ、全員これを異議なく承認し、設立代表者を互選したところ、次の者が選任され、被

選任者はその就任を承諾した。 

設立代表者 △△△△ 

 

なお、議長から設立認証申請の手続のために、定款その他の書類について原案の骨子

に変更のない程度の字句の修正については設立代表者に一任することを諮ったところ、

全員異議なく承認された。 

 

第９号議案 事務所の所在地の件 

議長は、この法人の主たる事務所の所在地（及びその他の事務所の所在地）を次のと

おり定めることを示し、その承認を求めたところ、全員異議なく承認し、本案は可決さ

れた。 

主たる事務所の所在地 大阪市○○○区○○○丁目○番○号 

（その他の事務所の所在地 大阪市△△区△△△丁目△番△号） 

 

６．議事録署名人の選任 

議長より、本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人２名を選任することを諮り、 

以下のとおり、全員異議なく承認した。 

選任された議事録署名人 ○○○○、○○○○ 

 

議長は、以上をもって特定非営利活動法人○○○○○○の設立に関するすべての議事を終

了した旨を述べ、閉会を宣した。 

 

 

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は、次に署名又は記

名押印をする。 

 

 

 

 

 

年    月    日 

 

 

 

 

議    長  〇〇〇〇 

 

 

議事録署名人  〇〇〇〇 

 

 

議事録署名人  〇〇〇〇 

 

 

 

自筆で署名しない場合は「記名押印」と

してください。 

その他の事務所が無い場合、括弧内は記述する必要はありません。 

申請者と、設立する法人の代表者が異なる場合は、
申請者となる方を設立代表者として選任します。 

記名の場合は押印が必要 
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(10) 事業計画書 

次の様式例を参考に、設立の初年度と翌年度の事業計画をそれぞれ作成してください。 

 

【 様式例 】 

 

初 年 度 事 業 計 画 書 

成立の日から○年○月○日まで 
特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

Ⅰ 事業の実施方針 

設立初年度にあたり、法人としての組織基盤を確立するため、法人の活動内容について積

極的な広報活動を行い、会員の拡大を目指す。 

特定非営利活動に係る事業については、介護保険の指定事業者としての活動を中心に訪問

介護事業及びホームヘルパーの養成事業を行う。 

その他の事業については、法人の保有する土地を活用して、駐車場賃貸事業を行い、その

利益を特定非営利活動にあてる。 

 

Ⅱ 事業の実施に関する事項 

１ 特定非営利活動に係る事業 

(1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業 

【内  容】   要介護者宅にホームヘルパーを派遣し、身体介護等を行う。 

【実施場所】   要介護者宅（〇〇市他） 

【実施日時】   毎日（第２、４土曜日を除く） 

９：００～２０：００ 

【事業の対象者】 要介護者 

【収  益】   ２,７００千円（利用料＠３千円×１００回×９か月） 

【費  用】   ２,５００千円（人件費＠１．５千円×１００回×９か月＝１，３５０ 

千円、旅費交通費 ６００千円、通信費 ５５０千円) 

 

 

 

(2) ホームヘルパー養成事業 

【内  容】   身体介護等に必要な技術の習得を目的に、３級ホームヘルパー養成講座 

を実施する。 

【実施場所】   大阪市○○区○○町○丁目○番○号（当法人事務所） 

【実施日時】   週一回 

【事業の対象者】 介護従事希望者 

【収  益】   ○○千円（内訳） 

【費  用】   ○○千円（内訳） 

 

２ その他の事業 

(1) 駐車場賃貸事業 

定款に規定されている事業名

を記載してください。 

収益・費用の内訳は、総額だけでなく、可能な限り内訳を記載してください。（単価、回数や月数など） 

総額は予算書の金額と一致します。 

その他の事業が定款上規定されているが、

当該年度は実施しない場合は、「当該年度は

実施予定なし」と必ず記載してください。 

事業の対象者は不特定多数であることが必要です。 

事業内容は出来るだけ詳細に記載してください。 

２部提出 
初年度は、「成立の日から」と記載した上で、申請を
受理してから法人として成立するまでの期間（概ね
２か月と２週間）を考慮して作成してください。 

定款附則の「設立当初の事業年度」

と一致させてください。 
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【内  容】   当法人の保有する土地を駐車場として賃貸する。 

【実施場所】   大阪市○○区○○町○丁目○番○号 

【実施日時】   通年 

【事業の対象者】 一般希望者 

【収  益】   ９００千円 （賃貸収入 １月平均１００千円×９月） 

【費  用】   １００千円 （修繕費９０千円、消耗品費１０千円） 

【 注意事項 】 

① 設立の初年度と翌年度の事業計画書はそれぞれ別の用紙で作成してください。 

② この書面は、申請受理後２週間縦覧されるとともに、大阪市ホームページで認証・不認証の決定までの

間、公表されますので、どのような事業がどのように実施されるのか、市民の目からみてわかりやすく記

載してください。 
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(11) 活動予算書 

次の例を参考に、設立の初年度と翌年度の活動予算書を作成してください。 

【 様式例：その他事業がない場合 】 

初年度活動予算書 

特定非営利活動法人 ○○○○ 

成立の日から○年○月○日まで     （単位 円） 

 科目 金額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ経常収益 

１受取会費 

正会員受取会費 

賛助会員受取会費  

・・・・ 

２受取寄附金 

受取寄附金 

・・・・・ 

３受取助成金等  

受取民間助成金 

・・・・・ 

４事業収益 

○○事業収益 

△△事業収益 

５その他収益 

受取利息 

雑収益 

・・・・・ 

経常収益計 

Ⅱ 経常費用 

１ 事業費 

（1）人件費 

給与手当 

法定福利費 

退職給付費用 

福利厚生費 

・・・・・・・・ 

人件費計 

（2）その他経費 

会議費 

旅費交通費 

施設利用料 

消耗品費 

減価償却費 

支払利息 

・・・・・・・・・ 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

 

 

 

 

×××× 

 

 

×××× 

 

 

×××× 

 

 

×××× 

 

 

 

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

×××× 

 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

初年度は「成立の日から」と記載した上で、法人として成立するまでの期間

（申請を受理してから２か月と２週間）を考慮して作成してください。 

定款附則の「設立当初の事業年度」

と一致させてください。 

２部提出 

人件費とその他経費

に分けた上で、科目

ごとに内訳を記載し

てください。 

科目については科目一覧表（P.48）を参照してください。 

定款第 5 条の 

事業名を明記して

ください。 
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その他経費計 

事業費計 

２ 管理費 

（1）人件費 

役員報酬 

給与手当 

法定福利費 

退職給付費用 

福利厚生費 

・・・・・・・・ 

人件費計 

（2）その他経費 

会議費 

旅費交通費 

通信運搬費 

地代家賃 

水道光熱費 

減価償却費 

支払利息 

・・・・・・・・・ 

その他経費計 

管理費計 

経常費用計 

当期経常増減額 

Ⅲ 経常外収益 

１固定資産売却益 

・・・・・・・・・・ 

経常外収益計 

Ⅳ 経常外費用 

１過年度損益修正損 

・・・・・・・・・・ 

経常外費用計 

当期正味財産増減額 

設立時正味財産額 

次期繰越正味財産額 

××××  

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

 

 

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

  

翌年度の活動予算書の「前期繰越

正味財産額」と金額が一致するこ

とを確認する。 

（注） 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金

等を含む）を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に

区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。 

（一般正味財産増減の部） 

Ⅰ 経常収益 

１．受取寄附金 

受取寄附金振替額      ×××× 

････････････････････ 

Ⅱ 経常費用 

２．事業費 

援助用消耗品費       ×××× 

････････････････････ 

（指定正味財産増減の部） 

受取寄附金            ○○○○ 

一般正味財産への振替額     △×××× 
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【 様式例：定款に「その他の事業」の規定がある場合 】 

初年度活動予算書 

特定非営利活動法人 ○○○○ 

成立の日から○年○月○日まで     （単位 円） 

 
科     目 

特定非営利活動

に係る事業 
その他事業 合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ経常収益 

１受取会費 

正会員受取会費 

・・・・ 

２受取寄附金 

受取寄附金 

・・・・・ 

３受取助成金等 

受取民間助成金 

・・・・・ 

４事業収益 

○○事業収益 

△△事業収益 

５その他収益 

受取利息 

雑収益 

・・・・・ 

経常収益計 

Ⅱ 経常費用 

１ 事業費 

（1）人件費 

給与手当 

法定福利費 

退職給付費用 

福利厚生費 

・・・・・・・・ 

人件費計 

（2）その他経費 

会議費 

旅費交通費 

施設利用料 

消耗品費 

減価償却費 

支払利息 

・・・・・・・・・ 

その他経費計 

 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

 

 

 

 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× ×××× ×××× 

 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

 

 

 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

×××× 

 

×××× 

 

 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

定款附則の「設立当初の事業年度」

と一致させてください。 

２部提出 

人件費とその他経

費に分けた上で、

科目ごとに内訳を

記載してくださ

い。 

初年度は「成立の日から」と記載した上で、法人として成立するまでの期間

（申請を受理してから２か月と２週間後）を考慮して作成してください。 

定款第 5 条の 

事業名を明記して

ください。 
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事業費計 

２ 管理費 

（1）人件費 

役員報酬 

給与手当 

法定福利費 

退職給付費用 

福利厚生費 

・・・・・・・・ 

人件費計 

（2）その他経費 

会議費 

旅費交通費 

通信運搬費 

地代家賃 

水道光熱費 

 

減価償却費 

支払利息 

・・・・・・・・・ 

その他経費計 

管理費計 

経常費用計 

当期経常増減額 

Ⅲ 経常外収益 

１固定資産売却益 

・・・・・・・・・・ 

経常外収益計 

Ⅳ 経常外費用 

１過年度損益修正損 

・・・・・・・・・・ 

経常外費用計 

経理区分振替額 

当期正味財産増減額 

設立時正味財産額 

次期繰越正味財産額 

×××× ×××× ×××× 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× 

×××× ×××× ×××× 

××××  ×××× 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

△×××× 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

×××× 

  ×××× 

×××× 

×××× 

 
その他の事業の実施を予定していない場合は、「※当該年度はその他事業の実施を予定していません。」
と記載してください。 

  

その他の事業で得た

利益の振替額 

人件費とその他

経費に分けた上

で、科目ごとに

内訳を記載して

ください。 
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(12) 補正書（市細則で定めた様式です。様式どおり作成してください。） 

提出書類に不備があったときは、その不備が市条例で定める軽微なものである場合に限り、補正

をすることができます（申請書を受理した日から１週間未満に限ります）。 

（注）軽微な不備とは、誤記その他これらに類する明白な誤りに係るもののことです。 

 

【第２号様式】 

 

 

補 正 書  

年   月   日 

 

大阪市長  様 

申請者 住所又は居所 

ふ   り   が   な 

氏     名 

電 話 番 号    （     ） 

 

年  月  日に申請した[特定非営利活動法人設立認証申請書]について不備が

ありましたので、特定非営利活動促進法第 10 条第４項（同法第 25 条第５項及び第 34 条

第５項において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり補正を申し立てます。 

 

 

 

補 正 後 補 正 前

補 正 内 容
  

補 正 の 理 由
 

添 付 書 類

 

備 考

・（変更後の）定款、役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並び

に各役員についての報酬の有無を記載した名簿）、設立（合併）

趣旨書、 設立（定款変更・合併）当初の事業年度及び翌事業年

度の事業計画書、 設立（定款変更・合併）当初の事業年度及び

翌事業年度の活動予算書を補正する場合、添付書類は正副各１

部提出してください。 

（注）申請者の住所又は居所及び氏名の記載に当たっては、法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の氏名を記載すること 

補正部分に下線を引いてください。 

1 部提出 
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科目一覧表（活動予算書の科目例） 
    

以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したもので

す。したがって、該当がない場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなけれ

ばまとめても構いません。また、適宜の科目を追加することができます。 

    

勘定科目 科目の説明 

Ⅰ 経常収益  

 １． 受取会費  

  正会員受取会費 確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したと

きに計上する。 
  賛助会員受取会費  

 ２． 受取寄附金  
  受取寄附金 

  資産受贈益 無償又は著しく低い価格で現物資産の提供を受けた場合の時価に

よる評価差益。 

  

施設等受入評価益 受け入れた無償又は著しく低い価格で施設の提供等の物的サービ

スを、合理的に算定し外部資料等によって客観的に把握でき、施

設等評価費用と併せて計上する方法を選択した場合に計上する。 

  
ボランティア受入

評価益 

提供を受けたボランティアからの役務の金額を、合理的に算定し

外部資料等によって客観的に把握でき、ボランティア評価費用と

併せて計上する方法を選択した場合に計上する。 
 ３． 受取助成金等  

  受取助成金 補助金や助成金の交付者の区分によって受取民間助成金、受取国

庫補助金等に区分することができる。   受取補助金 
    
 ４． 事業収益 事業の種類ごとに区分して表示することができる。 

  売上高 
販売用棚卸資産の販売やサービス（役務）の提供などにより得た

収益。 

  ○○利用会員受取

会費 
サービス利用の対価としての性格をもつ会費。 

 ５． その他収益  

  受取利息  

  為替差益 為替換算による差益。なお為替差損がある場合は相殺して表示す

る。 

  

雑収益 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、

質的に重要でない収益。この科目の金額が他と比して過大になる

ことは望ましくない。 

 

Ⅱ 経常費用  
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 １． 事業費  

 (１) 人件費  

  給料手当  

  臨時雇賃金  

  ボランティア評価

費用 

ボランティアの費用相当額。ボランティア受入評価益と併せて計

上する。 
  法定福利費  

  

退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異

の処理として、定額法により費用処理する場合、一定年数（15

年以内）で除した額を加算する。少額を一括して処理する場合も

含まれる。 
  通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。 
  福利厚生費  

 (２) その他経費  

  売上原価 販売用棚卸資産を販売したときの原価。期首の棚卸高に当期の仕

入高を加え期末の棚卸高を控除した額。 
  業務委託費  

  諸謝金 講師等に対する謝礼金。 
  印刷製本費  

  会議費  

  旅費交通費  

  車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に

表示することもできる。 
  通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。 
  消耗品費  

  修繕費  

  水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。 
  地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。 

  賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をこ

こに入れることも可能。 

  施設等評価費用 無償でサービスの提供を受けた場合の費用相当額。施設等受入評

価益と併せて計上する。 
  減価償却費  

  保険料  

  諸会費  

  

租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望

ましい。なお、法人税等を別表示する際には、活動計算書の末尾

に表示し、税引前当期正味財産増減額から法人税等を差し引いて

当期正味財産増減額を表示することが望ましい。 
  研修費  

  支払手数料  

  支払助成金  

  支払寄附金  

  支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。 
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  為替差損 
為替換算による差損。なお、為替差益がある場合は相殺して表示

する。 

  
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、

質的に重要でない費用。この科目の金額が他と比して過大になる

ことは望ましくない。 
 ２． 管理費  

 (１) 人件費  

  役員報酬  

  給料手当  

  法定福利費  

  

退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異

の処理として、定額法により費用処理する場合、一定年数（15

年以内）で除した額を加算する。少額を一括して処理する場合も

含まれる。 
  通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。 
  福利厚生費  

 (２) その他経費  

  印刷製本費  

  会議費  

  旅費交通費  

  車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に

表示することもできる。 
  通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。 
  消耗品費  

  修繕費  

  水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。 
  地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。 

  賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をこ

こに入れることも可能。 
  減価償却費  

  保険料  

  諸会費  

  

租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望

ましい。なお、法人税等を別表示する際には、活動計算書の末尾

に表示し、税引前当期正味財産増減額から法人税等を差し引いて

当期正味財産増減額を表示することが望ましい。 
  支払手数料  

  支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。 

  

雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、

質的に重要でない費用。この科目の金額が他と比して過大になる

ことは望ましくない。 

 

Ⅲ 経常外収益  

  固定資産売却益  
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  過年度損益修正益 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。 

Ⅳ 経常外費用  

  固定資産除・売却

損 
 

  災害損失  

  

過年度損益修正損 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。会計

基準を変更する前事業年度以前に減価償却を行っていない資産を

一括して修正処理する場合などに用いる。減価償却費だけの場合

は、「過年度減価償却費」の科目を使うこともできる。 

Ⅴ 経理区分振替額  

  経理区分振替額 その他の事業がある場合の事業間振替額。 
    

（注）重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金

等を含む）を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に

区分して表示し、当該寄附金等を後者に計上することが望ましい。当該寄附金（補助金・助

成金）の使途等が解除された場合等には、「一般正味財産増減の部」に「受取寄附金（補助

金・助成金）振替額」を、「指定正味財産増減の部」に「一般正味財産への振替額（△）」

を勘定科目として記載する。 
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第３章  認証後の登記手続 

 

１ 登記手続 
登記手続は、組登令に基づいて行います。 

設立の認証の通知を受けてから２週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局（登記 

所）において、設立登記をしなければなりません。（登記をすることで、法人として成立します。） 

なお、登録免許税はかかりません。 

これらの登記を怠った場合は、過料に処せられることがあります。 

また、設立の認証があった日から６か月を経過してもなお、登記をしない時、大阪市長は認証を 

取り消すことができます。 

 

(1) 登記事項 

設立登記にあたって、登記しなければならない事項は次のとおりです。 

登記事項（令第２条） 内  容 

１ 目的及び業務 

 

２ 名称 

 

３ 事務所の所在場所 

 

４ 代表権を有する者の氏名、住所及び

資格 

 

５ 存続期間又は解散の事由を定めたと

きは、その期間又は事由 

 

６ 代表権の範囲又は制限に関する定

めがあるときは、その定め 

定款に記載された目的、活動の種類及び事業の種類 

 

定款に記載された法人の名称 

 

主たる事務所・従たる事務所の所在地 

 

定款に記載された設立当初の役員のうち、代表権を有

する者の氏名、住所及び資格 

 

定款に記載された存続期間又は解散事由 

 

 

定款に記載された代表権の範囲又は制限に関する定め 

 

※ 登記申請に必要な書類 

・特定非営利活動法人設立登記申請書、登記すべき事項を記録した磁気ディスク（または登記 

すべき事項を記録した別紙） 

・添付書類（認証書、定款、代表権を有する理事全員の就任承諾書、財産目録） 

※ 登記後、登記事項に変更等があった場合 

・その都度、変更の登記をしなければなりません。 

〔例〕従たる事務所の新設、事務所の移転、代表権を有する理事の変更（再任の場合を含

む）、解散、合併、清算結了など 

※ 詳しくは、管轄する法務局（登記所）にお問い合わせください。 

庁名 管轄区域 所在地 電話番号 

大阪法務局 

（本局） 
大阪市（全区） 

大阪市中央区大手前三丁目１番４１号 

大手前合同庁舎３階 

06-6942-1480 

商業・法人登記の 

一般的な問い合わせ先 

登記の申請書の記載事項と添付書類については、法務局ホームページの「商業・法人登記申請手続」の

「その他の会社・法人（特例有限会社・ＮＰＯ法人・その他）」もご参照ください。 

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin4.html#f_heading3 

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin4.html#f?heading3
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(2) 印鑑届 

設立登記の際には、法人代表者印の届出が必要です。 

法人代表者印を作成し、法務局で設立登記申請と同時に印鑑届書を提出します。代表者個人の印 

鑑証明書（発行後３か月以内のもの）を添付することが必要です。複数の理事が代表者印を持つ場 

合（例えば、理事長、副理事長の印を作成する場合など）は、それぞれ届出が必要です。 

 

(3) 財産目録の作成 

法人は、設立時に財産目録を作成し、事務所に備え置かなければなりません。 

 

【 財産目録：様式例 】 

設立の時の財産目録 

特定非営利活動法人○○○○○○ 

成立の日現在       (単位：円） 

科     目 金    額 

Ⅰ 資産の部    

１ 流動資産    

現金預金    

手元現金 ○○○   

××銀行普通預金 ○○○   

未収金 ○○○   

流動資産合計  ○○○  

２ 固定資産    

（１）有形固定資産    

什器備品    

パソコン１台 ○○○   

歴史的資料 評価せず   

＊＊＊＊＊ ○○○   

有形固定資産合計 ○○○   

（２）無形固定資産    

ソフトウェア ○○○   

＊＊＊＊＊ ○○○   

無形固定資産合計 ○○○   

（３）投資その他の資産    

敷金 ○○○   

＊＊＊＊＊ ○○○   

投資その他の資産合計 ○○○   

固定資産合計  ○○○  

資産合計（Ａ）   ○○○ 

口座番号は記載し

ないでください。 

金銭的評価がで

きない資産につ

いては「評価せ

ず」として記載で

きます。 

科目についてはP.48 の科目一覧表を参照してください。 
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Ⅱ 負債の部    

１ 流動負債    

未払金    

事務用品購入代＊＊＊＊＊ ○○○   

預り金    

＊＊＊＊＊ ○○○   

流動負債合計  ○○○  

２ 固定負債    

長期借入金 ○○○   

＊＊＊＊＊ ○○○   

固定負債合計  ○○○  

負債合計（Ｂ）   ○○○ 

正味財産（Ａ）－（Ｂ）   ○○○ 

 

 

 

 

＊ 財産目録は、常に、事務所に備え置くことが必要です。 

法人成立時に法人所有の正味財産がない場合は、資産、負債及び正味財産の 

それぞれ合計欄に０（ゼロ）を記載してください。 
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２ 登記完了届 
設立登記をしたときは遅滞なく、登記事項証明書（原本）及び財産目録を添えて、登記完了届を

大阪市長に提出してください。 

 書類の名称 ペ－ジ 部数  ﾁｪｯｸ 

１  設立登記完了届出書（第３号様式） ５６ １ 部  

２  登記事項証明書（原本）  １ 部 
 

３  設立の時の財産目録 ５３ １ 部 
 

 

＊ 書類は、この順に並べて、綴じないで提出してください。 

＊ 郵送での提出も受け付けています。 

＊ 財産目録は登記事項証明書に記載されている、法人成立の日の日付にて作成してください。 
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(1) 登記完了届出書【第３号様式】 

（市細則で定めた様式です。様式どおり作成してください。） 

 

 

 

特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書 

 

 

年  月  日 

大阪市長  様 

 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称  

ふ り が な 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所の電話番号   （     ） 

 

 

年  月  日付け大阪市指令市民ＮＰＯ第   号で    の認証を受けた 

 

 

特定非営利活動法人の登記を完了したので、特定非営利活動促進法 

 

 

の規定により、届出をします。 

 

 

（添付書類） 

登記事項証明書 

財産目録 

 

認証書に記載された認証日と 

文書番号を記入してください。 

例：大阪市指令市民ＮＰＯ第○○号 

・登記事項証明書の原本（１部） 

・設立の時の財産目録（１部） 

を提出してください。 

定款で規定した正式名称を記載して 

ください。例：特定非営利活動法人○○、 

ＮＰＯ法人○○ 等 

「設立」に〇をしてください。 

登記された主たる事務所の所在地

と一致させてください。 

上段（「第13 条第２項」）に〇をしてください。 

１部提出 

第 13 条第２項 

第 39 条第２項において準用する同法第 13 条第２項 

設立 

合併 

郵送の場合はポスト投函日、

持参される場合はその日を

記入してください。 
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【 F A Q （よくあるお問合せ） 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＰＯ法人設立編 



58 
 

ＦＡＱ（よくあるお問合せ） ＮＰＯ法人設立編 

Ｑ１ 

ＮＰＯ法人を設立したいのですが。 

大阪市では申請前の事前相談を行っていますので、ご利用ください。設立総会を開く前に、定款、設立趣

旨書、２か年分の事業計画書及び活動予算書を作成の上、相談のお電話をいただきますようお願いしま

す。  （お問合せ先：大阪市市民局 総務部 NPO 法人担当 電話：06－6208－9864） 

Ｑ２ 

ＮＰＯ法人設立申請書の収受証明書の発行はできますか。 

収受証明書は発行していませんが、申請書や届出書の控えが必要な場合は、コピーをお持ちいただくと、

窓口で受付印を押してお渡しします。また、郵送での書類提出時に「控」や「写」と明記されたコピーと

返信用封筒（料金分の切手を貼付したもの）を同封していただければ、受付印を押して返送します。 

Ｑ３ 

ＮＰＯ法人設立申請に手数料（収入印紙等）は必要ですか。 

手数料（収入印紙等）は必要ありません。 

Ｑ４ 

ＮＰＯ法人設立を申請してから認証されるまで、どのくらいの期間がかかりますか。 

原則として申請の受理後２か月と２週間以内に、認証又は不認証の決定が行われます。 （Ｐ13 参照） 

※ 別途、受理までにも時間を要します。 

Ｑ５ 

ＮＰＯ法人設立申請中に、ＮＰＯ法人と名乗ることはできますか。 

できません。法では、ＮＰＯ法人でない者がＮＰＯ法人を名乗った場合、10 万円以下の過料の対象とな

ります。 

Ｑ６ 

ＮＰＯ法人を設立するためには、資金や財産は必要ですか。 

設立時の基本財産や過去の活動実績の有無などは、ＮＰＯ法人の設立要件ではありませんので必要ありま

せん。 

Ｑ７ 

ＮＰＯ法人の名称に制約はありませんか。 

他の法律で使用が禁止されている名称（社会福祉法人○○、学校法人○○等）や公序良俗に反する名称は

使用できません。 

なお、既存のＮＰＯ法人と同じ名称をもつことに法令上の制限はありませんが、市民の誤解を招きやすい

ことからできるだけ避けるべきでしょう。また、ＮＰＯ法人の名称として登記できない符号があります。

詳細については、管轄の法務局（登記所）で確認してください。 （Ｐ52 参照） 

Ｑ８ 

自宅や会社をＮＰＯ法人の事務所にできますか。 

自宅（個人の住宅）であっても、そのＮＰＯ法人の事業活動の中心となる場所で、一般的に、ＮＰＯ法人

の代表者（責任者）が所在して、その場所で継続的に業務が行われるのであれば、事務所とすることは可

能です。 

個人の住宅を主たる事務所にする場合は、そこに事業報告書等を備え置き、社員（ＮＰＯ法人の構成員で

あり、総会において議決権を有する、自然人や団体（法人含む）のこと）や利害関係人（ＮＰＯ法人と取

引等の契約関係がある者など）からの閲覧請求に対応することが可能である必要があります。 

また、所轄庁（大阪市）や利害関係者などが連絡を取れること（郵便が届くことや電話がつながることな

ど）も、当然必要となります。 
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逆に、実際に入居することなく住所・電話番号をサービスベンダーから借り受け、届いた郵便物は転送

し、かかってきた電話にはオペレーターが応対するような、いわゆるバーチャルオフィスは、ＮＰＯ法人

の事務所としてはふさわしくないと言えるでしょう。 

なお、事務所の所在地等を変更する場合は、ＮＰＯ法人の定款の変更が必要な場合があったり、所轄庁

（大阪市）から通知を郵送したりすることがありますので、所轄庁（大阪市）にご連絡ください。 

Ｑ９ 

ＮＰＯ法人の特定非営利活動の種類が複数にわたっても問題ないですか。 

問題はありません。ただし、定款に定める「目的」と「特定非営利活動に係る事業（法人の目的を達成す

るために行う事業）」の間で整合がとれている必要があります。活動の種類が多いから良いとか、１つし

かないから悪いというものではなく、自分たちのミッションが何か、そのミッションを実現するための活

動（事業）がどの活動の種類に該当するのか、という視点で選んでください。 （Ｐ２、Ｑ22 参照） 

Ｑ10 

特定非営利活動事業とその他の事業の違いは何ですか。 

「特定非営利活動に係る事業」とは、ＮＰＯ法人の目的を達成するために行う活動です。「その他の事

業」とは、それ以外の本来の目的と直接の関係がない事業、例えば、運営財源の確保を目的とした事業や

会員の相互扶助事業など、のことをいいます（平成 15 年の改正法施行前は、「その他の事業」は「収益

事業」と呼ばれていました。）。利益を得る事業であっても、法人の目的を達成するために行うものであ

れば、「特定非営利活動に係る事業」となります。 

また「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別に関わらず、物を仕入れて販売するような

特定の 34 業種については法人税法上「収益事業」とみなされて課税される場合があります。詳細につい

ては、国税庁（税務署）で確認してください。 （Ｐ３、Ｐ７参照） 

Ｑ11 

ＮＰＯ法人は非営利法人である以上、収入を得る事業を行ったり、利益を得たりすると問題になるのでし

ょうか。 

法でいう「非営利」とは、「活動により得た利益を構成員（役員や社員）に分配することができない（内

部分配の禁止）」という意味であり、収入を得る事業を行うことや、活動によって利益が出ること自体は

問題ではありません。 

ただし、活動により得た利益を構成員（役員や社員）に分配することはできないことから、それらは次年

度の活動のために繰り越すことになります。また「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区

別に関わらず、物を仕入れて販売するような特定の 34 業種については法人税法上「収益事業」とみなさ

れて課税される場合がありますので、ご注意ください。なお、ＮＰＯ法人を解散する際の残余財産の帰属

先は、法に定めるもの（国、地方公共団体又は定款で定めるＮＰＯ法人等）に限定されています。 

（Ｐ３、Ｐ８参照） 

Ｑ12 

ＮＰＯ法人の社員とはどういう立場の人ですか。 

法上の社員とは、ＮＰＯ法人の構成員であり、総会において議決権を有する、自然人や団体（法人含む）

のことをいいます。一般的には、正会員と呼んでいるＮＰＯ法人が多いようです。 

なお、社員と会員は混同されがちですが、会員イコール社員ではありません。 

会員には大きく言えば３つの種別があります。 

①一般的には「正会員」と呼ばれる、法に定める「社員（ＮＰＯ法人の構成員）」、②ＮＰＯ法人が定め

る「社員以外の会員」、一般的には「賛助会員」と呼ばれるＮＰＯ法人のサポーター、③ＮＰＯ法人によ

っては「社員以外の会員」として、サービスを円滑に提供するために、サービスの利用者を会員として定

めているところもあります。 （Ｐ３参照） 
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Ｑ13 

ＮＰＯ法人の会員に対して、入会金や会費は必ず徴収する必要がありますか。また金額に制限はあります

か。 

会員に対する入会金や会費は、必ず徴収しなければならないというものではありませんが、徴収する場合に

は、ＮＰＯ法人の運営という観点から、重要な収入源のひとつとしてその金額を決定することとなります。

なお、徴収する入会金や会費が高額な場合（社会通念にしたがって判断されます。）は、会員の種別によっ

てその額に制限がありますので、ご注意ください。 

会員種別の例 注意点 

正会員 
法に定めるＮＰＯ法人の構成員であり、
総会において議決権を有する、自然人や
団体（法人含む。）のこと。 

正会員（社員）の入退会に不当な条件をつける
ことはできません。したがって、入会金や会費
が高額であり、このことが正会員（社員）の加
入の自由に対する不当な制限とみなされる場合
は、認証されません。 

賛助会員 
法に定める社員以外の会員であり、法人
のサポーターのこと。 

ＮＰＯ法人のサポーターですので、入会金や会
費の金額に制限はありません。 

サービス 
利用会員 

サービスを円滑に提供するために、利用
者を会員としている例がある。 

ＮＰＯ法人は、不特定多数のものの利益を図る
ことを目的としている法人であることから、サ
ービス利用会員の入会金や会費が高額であり、
サービスの提供相手が限定されることは望まし
くなく、認証されない場合があります。 

 

Ｑ14 

ＮＰＯ法人の入会金及び会費は、出資金にあたるのですか。 

入会金及び会費は、出資金ではありません。寄附金的な性格を有するお金と考えられています。また、Ｎ

ＰＯ法人が会員等から出資金を集めることは、利益の分配を予定する等として認められません。 

Ｑ15 

役員（理事及び監事）がＮＰＯ法人の社員になることは可能ですか。 

また法人・団体が、社員になることは可能ですか。 

いずれも問題はありません。 

なお、理事は社員のほか、職員を兼ねることができます。ただし、監事は社員を兼ねられますが、職員を

兼ねることはできません。また、理事と監事は兼ねることができません。（Ｐ３、Ｐ4、Ｐ7 参照） 

Ｑ16 

公務員・外国人・未成年者は、ＮＰＯ法人の役員や社員になることができますか。 

・公務員については、法上の制限はありませんが、地方公務員法などに関連する規定がありますので、勤

務先の担当者にご確認ください。 

・外国人や未成年者でも役員や社員になることは可能ですが、役員になる人は住所や居住を証する書面等

の書類を提出する必要があります。 

・特に、未成年者など法律行為能力が制限されている者については、法定代理人の同意等が必要です。 

（Ｐ４、Ｐ５参照） 

Ｑ17 

親族だけでＮＰＯ法人の役員や社員を構成することは可能ですか。 

ＮＰＯ法人の私物化を避ける為に、親族が役員に就任することに関する制限規定があります。具体的に

は、次のとおりです。 

・役員総数が６人以上の場合は、役員１人について、その親族（配偶者及び三親等以内の親族）の１人ま

では役員になることができます。 

・役員総数が５人以下の場合は、１人も親族（配偶者及び三親等以内の親族）は役員になることはできま

せん。 

なお、社員についての制限はありません。（Ｐ４参照） 
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Ｑ18 

ＮＰＯ法人で役員に支払う報酬と事務局職員に支払う給料は違うのですか。また、支払う金額に制限はあ

りますか。 

報酬とは、役員としての活動に対して支払われるお金のことです。もっぱらその人の地位に着目して支払

われるものといえるでしょう。 

例えば、月に１度の理事会に出席し、その対価として報酬を受ける場合などです。 

給料とは、事務局職員としての労働の対価のことです。役員であっても、職員として給与を得ている場合

は当該給与は役員報酬には該当しません。また、会議に出席するための交通費などは、費用の弁償であ

り、こちらも役員報酬には当たりません。 

職員の給料は、正当な労働の対価として支払われますが、あまりにも非常識な高給を支払えば、利益の分

配と見られる可能性があります。このことは、役員の報酬についても言えます。（Ｐ４参照） 

Ｑ19 

社員がかなりの人数（1,000 人以上）いる場合も定款変更等について総会で決めなければならないので

すか。また、このような場合に、毎年１回の総会の開催を省略することはできないのですか。 

法では、定款変更、解散及び合併については、総会で決議することが必要とされていますので、社員の数

がいかに多くとも、これらの事項の決定を理事会等に委任することはできません。 

また、ＮＰＯ法人は、毎年１回必ず通常総会を開催することが義務付けられていますので、総会の開催を

省略することもできません。 

しかし、総会の議決の方法としては、書面による方法や代理人による方法、さらには書面による表決に代

えて電磁的方法も認められていますので、社員数の多い法人の場合は、これらの方法を活用して円滑な運

営を行うことが期待されます。また、総会の定足数は定款で自由に定めることができますので、その団体

の運営に適した定足数を定める方法もあります。 

Ｑ20 

団体の代表者の職名は「理事長」と称さなければならないのですか。 

それぞれの理事は、対外的には法人を代表しますが、定款で他の理事の代表権を制限し、特定の理事を代

表者とすることができます。（法 16） 

その場合、ＮＰＯ法人の代表者の職名は必ずしも「理事長」である必要はなく、「代表理事」など他の名

称を用いることも可能です。どのような名称を用いる場合でも、その者に団体を代表する権限を与え、他

の理事の権限を制限する場合には、定款にその旨を明記することが必要です。また、登記においても、代

表者だけを登記することとなります。 

Ｑ21 

将来、ＮＰＯ法人を株式会社や社団法人などに組織変更することはできますか？ 

ＮＰＯ法人から株式会社や一般社団法人、一般財団法人などに組織変更することはできません。また、株

式会社、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人などとの合併も認められていません。合併ができる

のは、ＮＰＯ法人同士に限られています。（Ｐ２、Ｐ8 参照） 

Q22 

ＮＰＯ法人の 20 分野の活動とは、具体的にはどのようなものですか。 

活動の種類は必ず定款に記載する必要があります。実施する事業が直接的に該当するかどうかという観点

から選択するものですので、実施する事業から生まれる二次的効果に着目して活動の種類を選択するもの

ではありません。例えば、農業の振興によるまちづくりの結果、経済が活性化すると考えられるようなケ

ースは、「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」や「まちづくりの推進を図る活動」には該当しま

すが、「経済活動の活性化を図る活動」に該当しません。 

（特定非営利活動の種類の具体的な例） 

法の別表（第２条関係）に掲げられた活動で、次の①～⑲の活動に該当することが必要です。 
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① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

（例：高齢者・障がい者への支援、医療に関する普及・啓発、ホームレスの生活支援等） 

② 社会教育の推進を図る活動 

（例：生涯学習の推進等） 

③ まちづくりの推進を図る活動 

（例：村おこし地域おこし、地域産業の活性化、コミュニティづくり等） 

④ 観光の振興を図る活動 

（例：観光をテーマとしたまちづくり等） 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

（例：農業の振興によるまちづくり等） 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

（例：伝統文化の振興、芸術活動の支援、スポーツの普及・啓発等） 

⑦ 環境の保全を図る活動 

（例：河川の浄化推進、リサイクル運動の推進、野生動植物の保護等） 

⑧ 災害救援活動 

（例：災害の予防活動・調査・研究、災害被害者への支援等） 

⑨ 地域安全活動 

（例：地域の犯罪・事故の防止活動、火災や風水害の際の安全対策等） 

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

（例：差別に反対する活動、家庭内暴力からの保護等） 

⑪ 国際協力の活動 

（例：国際交流、難民救済、海外での教育支援、留学生支援等） 

⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

（例：性差別への反対運動、女性の自立支援等） 

⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

（例：地域の子育て支援、学童保育、フリースクールの運営等） 

⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

（例：インターネットなど新しい情報通信手段の普及・啓発等） 

⑮ 科学技術の振興を図る活動 

（例：科学技術の普及・啓発等） 

⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

（例：ベンチャー企業・起業活動の支援等） 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

（例：障がい者やホームレスに対する職業訓練・就職支援等） 

⑱ 消費者の保護を図る活動 

（例：消費者に対する商品の情報提供、商品知識の普及・啓発等） 

⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

（例：市民活動の支援、市民団体や企業・自治体への情報提供等） 

⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

（大阪市においては、第 20 号に定める活動については、条例で定めていません。） 

（Ｐ２、Ｐ12 参照） 
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Ｑ23 
社員を「○○町△△丁目、○○町□□地域在住者に限る」とすることは、「不当な条件」に当たります

か。 

社員の資格を特定の地域の住民に限る場合でも、その制限が事業内容等との関連から見て合理的なもので

あれば、「不当な条件」に当たらない場合もあると考えられます。どのような制限であれば不当な条件と

ならないかについては、一律に決まるものではなく、地域の限定の仕方と事業内容との相関関係で判断す

ることになりますが、例えば△△丁目の住民以外の者が社員として加入することを一切拒否するのであれ

ば、実質的に共益的・親睦会的な団体運営を意図するものとして、不当な条件とならざるを得ないでしょ

う。 

なお、社員の資格の問題とは別に、その団体の主たる目的たる活動である「特定非営利活動」は、「不特

定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」ことでなければならないので、誰でもが会員になれないよう

な条件を付した会員の互助的な活動は「特定非営利活動」に当たらないものであることに留意する必要が

あります。 

Ｑ24 

政令指定都市である大阪市の区域内にのみ事務所を置いており、府内全域で活動を行っていますが、この

場合、所轄庁はどこになりますか。 

法第９条の規定により、所轄庁は一つの政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該政令

指定都市の長となりますので、この場合は大阪市長となります。なお、ＮＰＯ法人の活動の場所は所轄庁

の決定の要件とはなりません。 

Ｑ25 

海外に事務所を置いて活動を行っていますが、この場合、設立認証の所轄庁はどこになりますか。 

法第９条の規定により、所轄庁は一つの政令指定市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該

政令指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。海外

に事務所を置いている団体についても、日本国内の事務所の所在で所轄庁を決めることになりますので、

主たる事務所の所在地で判断することとなります。 

Ｑ26 

申請受理後、補正が認められる事項としてはどのようなものがありますか。 

法第 10 条第４項の規定により、申請者からは「都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場

合に限り」補正することができます。軽微な不備とは、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字など、内容の同

一性に影響を与えない範囲のものをさします。（Ｐ1１、Ｐ1３、Ｐ４７参照） 

Ｑ27 

設立の登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はどうなりますか。 

組登令第２条第１項の規定により、設立の認証の通知があった日から２週間以内に主たる事務所の所在地

で登記を行うこととなります。 

また、法第 13 条第３項の規定により、設立の認証があった日から６か月を経過しても登記をしないとき

には、大阪市長は設立の認証を取り消すことができます。（Ｐ5２参照） 

※ 令和４年９月１日以降、組合等登記令の改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記が不要とな

りました。 
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Ｑ28 

どのような事項を登記するのですか。 

登記する事項は次のとおりです。（組登令２②）（Ｐ5２参照） 

① 目的及び業務 

② 名称 

③ 事務所の所在場所 

④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 

Ｑ29 

代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。 

理事であっても代表権を有しない者については、登記を行う必要はありません。ただし、既に代表権を持

つ役員について、当該役員の代表権を完全に制限する旨の定款変更を行った場合は、代表権を完全に喪失

した者として、当該役員の氏名及び住所を登記しなければなりません。 

Ｑ30 

「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代表者のことですか。 

ＮＰＯ法人の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされています

ので、法人が定款において代表権を制限していない場合には、理事全員が組登令第 2 条第２項第 4 号にお

ける「代表権を有する者」に当たります。したがって、理事全員について登記する必要があり、理事長の

みを登記することでは足りません。なお、組登令の「代表権を有する者」は、法にいう「理事」のほか

に、法第 17 条の３の「仮理事」、法第 31 条の５の「清算人」、民事保全法第 56 条の「その職務を代行

する者」も含まれます。また、法人が定款において代表権の制限を行っていて理事長のみが代表権を有す

る場合には、当該理事長たる理事のみを「理事」として登記することとなります。（Ｐ６参照） 

Ｑ31 

設立の登記の後に行うべきことはありますか。 

設立の登記によって法人として成立したことになりますが、これだけで設立の手続は終わりではありませ

ん。これに加え、登記をしたことを証する登記事項証明書（原本）及び設立当初の財産目録等を添えて、大

阪市長に届け出る必要があります。（P５５参照） 
また、法人設立の届出等各種手続きを行う必要があります。（特定非営利活動法人（NPO 法人）運営の手引

P３参照） 

Ｑ32 

ＮＰＯ法人を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよいのですか。 

ＮＰＯ法人が設立された直後で、事業報告書等が作成されるまでの間には、次の書類を利害関係人に対し

て閲覧させることになります。（法 28③） 

① 設立当初及び翌事業年度の事業計画書 

② 設立当初及び翌事業年度の活動予算書 

③ 設立当初の財産目録 

④ 最新の役員名簿 

⑤ 定款 

⑥ 認証に関する書類の写し 

⑦ 登記に関する書類の写し 
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Ｑ33 

どのような活動が 20 の分野に該当しますか。また、逆にどのような活動が該当しませんか。 

法律の別表には、20 の活動分野が列挙され、それらの活動に該当しないと特定非営利活動とはみなされ

ません。その意味で、20 の活動分野は限定的に列挙されています。 

これらの 20 の活動の一つ一つの意味（定義）は、法律には書かれていませんので、その言葉を解釈する

ためには、他の法令における使用例等を参考にしつつ、社会通念つまり常識に従って判断することになり

ます。 

一方、活動分野については、「多様な特定非営利活動を含むように広く運用すること」が立法当時の衆議

院内閣委員会で決議されていますので、社会通念の許す範囲でできるだけ柔軟な解釈をとることが求めら

れているといえるでしょう。 

したがって、どのような活動が 20 の活動に含まれ、また、逆に含まれないのかについては、それぞれの

所轄庁が、他の法令における使用例、社会通念等に従いながら幅広く判断することとなります。 

（Ｐ2、P12、Q22 参照） 

Ｑ34 

貸借対照表の公告方法を定款で定める場合、どの程度まで具体的に定める必要がありますか。 

定款を見た市民や利害関係者にとって当該 NPO 法人の貸借対照表がどのような手段により、どのような

媒体において公告されているかが明らかになる程度に明確に定める必要があります。（法 28 の２） 

具体的には、 

① 官報に掲載する方法を選択する場合は、例えば、「官報に掲載」と記載してください。 

② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を選択する場合は、例えば、「○○県におい

て発行する○○新聞に掲載」など具体的に記載してください。 

③ 電子公告の方法を選択する場合は、例えば、「この法人のホームページに掲載」、「内閣府 NPO 法

人ポータルサイト（法人入力情報欄）に掲載」など具体的に記載してください。他方、URL まで定款に

記載する必要はありません。 

④ 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置を選択する場合

は、例えば、「この法人の主たる事務所の掲示場に掲示」など具体的に記載してください。 
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Ｑ35 

令和２年の法改正はどのようなものですか。また、いつから施行され、いつから適用されますか。 

令和２年の法改正は、平成 28 年改正法附則第 16 条の検討規定に基づき、ＮＰＯ法人の設立及び運営の

手続をより迅速かつ簡素なものにして、ＮＰＯ法人の事務負担を軽減してほしいとの要望・意見を受け、

改正されたものです。 

この改正は、令和３年６月９日から施行されています。 

 

【改正のポイント】 

① 設立の迅速化（縦覧期間の短縮） 

設立・定款変更認証の申請の必要書類の縦覧期間が、「1 月間」から「2 週間」に短縮されます。 

また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、インターネットの利用等により公表さ

れます。 

［法第 10 条、第 25 条関係］ 

② 個人情報保護の強化 

以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。 

•設立・定款変更認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」 

•請求があった場合に認定 NPO 法人、特例認定 NPO 法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名

簿」 

•請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」 

［法第 10 条、第 25 条、第 30 条、第 45 条、第 52 条関係］ 

 

③ 認定 NPO 法人、特例認定 NPO 法人の事務負担の軽減 

•「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、

所轄庁への提出が不要になります。（注意：引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・

「事務所における閲覧」については必要です。） 

•「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場

合には、毎事業年度の提出は不要になります。 

［法第 55 条関係］ 
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【 様 式 集（第1号～第3号） 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
様式はコピーしてお使いいただけます。 
また、ここに掲載している様式は、大阪市ホームページからダウンロードして 
いただけます。 
 
＜設立に関する申請書・届出書のダウンロード＞ 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000208923.html 

 

【大阪市ＨＰ】 

トップページ → くらし → 市民活動・コミュニティ 

→ 特定非営利活動（NPO）法人 

→ 特定非営利活動（NPO）法人の各種申請書・届出書のダウンロード 

→ 設立に関する申請書・届出書のダウンロード 

大阪市に提出する場合の様式集です。 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000208923.html


第1号様式(第2条関係) 

特 定 非 営 利 活 動 法 人 設 立 認 証 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 大阪市長    様 

 

申請者 住所又は居所             

 

ふ り が な             

氏 名             

電 話 番 号   (    )     

 

 特定非営利活動法人の設立の認証を受けたいので、特定非営利活動促進法第10条第1項

の規定により、次のとおり申請します。 

設立の認証

を受けよう

とする特定

非営利活動

法人に係る

事 項 

名 称   

代 表 者 の 氏 名   

主たる事務所の所在地   

その他の事務所の所在地   

定款に記載された目的   

添 付 書 類 

1 定款(正副各1部) 

2 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬

の有無を記載した名簿)(正副各1部) 

 

3 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反

しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 

4 各役員の住所又は居所を証する書面 

5 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表

者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 

6 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認し

たことを示す書面 

7 設立趣旨書(正副各1部) 

8 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

9 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(正副各1部) 

10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(正副各1部) 

 

(備考) 法とは、特定非営利活動促進法をいう。 

(注) 申請者の住所又は居所及び氏名の記載に当たっては、法人の場合にあっては、主た

る事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載すること 



第2号様式(第3条関係) 

 

補 正 書 

 

年  月  日   

 大阪市長    様 

申請者 住所又は居所             

ふ り が な             

氏 名             

電 話 番 号   (   )      

 

     年  月  日に申請した［            ］について不備があり

ましたので、特定非営利活動促進法第10条第4項(同法第25条第5項及び第34条第5項にお

いて準用する場合を含む。)の規定により、次のとおり補正を申し立てます。 

  
補 正 後 補 正 前 

補 正 内 容 

    

補 正 の 理 由 

  

添 付 書 類 

  

備 考 

・(変更後の)定款、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに

各役員についての報酬の有無を記載した名簿)、設立(合併)趣旨

書、設立(定款変更・合併)当初の事業年度及び翌事業年度の事

業計画書、設立(定款変更・合併)当初の事業年度及び翌事業年

度の活動予算書を補正する場合、添付書類は正副各1部提出して

ください。 

(注) 申請者の住所又は居所及び氏名の記載に当たっては、法人の場合は、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者の氏名を記載すること 

 



第3号様式(第4条関係) 

特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書 

 

年  月  日   

 

 大阪市長    様 

 

主たる事務所の所在地             

特定非営利活動法人の名称             

 

ふ り が な             

代 表 者 の 氏 名             

主たる事務所の電話番号   (    )     

     年  月  日付け大阪市  第    号で 

設 立 

 

合 併 

の認証を受けた特定 

非営利活動法人の登記を完了したので、特定非営利活動促進法 

第13条第2項 

 

第39条第2項において準 

 

 

用する同法第13条第2項 

の規定により、届出をします。 

 

 

 

(添付書類) 

 登記事項証明書 

 財産目録 

 

 


